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令 和 元 年 ９ 月 1 3 日 （ 金 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（39名）

（ ）１番 日 髙 利 夫 東諸の未来を考える会

（ ）２番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）３番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）４番 来 住 一 人

（ ）５番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）６番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）７番 山 下 寿 同

（ ）８番 窪 薗 辰 也 同

（ ）９番 脇 谷 のりこ 同

（ ）10番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）11番 安 田 厚 生 同

（ ）12番 内 田 理 佐 同

（ ）13番 丸 山 裕次郎 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）16番 前屋敷 恵 美

（ ）17番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）18番 髙 橋 透 同

（ ）19番 中 野 一 則 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 横 田 照 夫 同

（ ）21番 濵 砂 守 同

（ ）22番 西 村 賢 同

（ ）23番 外 山 衛 同

（ ）24番 日 高 博 之 同

（ ）25番 野 﨑 幸 士 同

（ ）26番 日 髙 陽 一 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 二 見 康 之 同

（ ）34番 原 正 三 同蓬

（ ）35番 右 松 隆 央 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 井 本 英 雄 同

（ ）38番 徳 重 忠 夫 同

（ ）39番 山 下 博 三 同

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 郡 司 行 敏

副 知 事 鎌 原 宜 文

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

総 務 部 長 武 田 宗 仁

危 機 管 理 統 括 監 藪 田 亨

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

環 境 森 林 部 長 佐 野 詔 藏

商工観光労働部長 井 手 義 哉

農 政 水 産 部 長 坊 薗 正 恒

県 土 整 備 部 長 瀬戸長 秀 美

会 計 管 理 者 大 西 祐 二

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

総務部参事兼財政課長 吉 村 達 也

教 育 長 日 隈 俊 郎

警 察 本 部 長 阿 部 文 彦

代 表 監 査 委 員 緒 方 文 彦

人事委員会事務局長 村 久 人

事務局職員出席者

事 務 局 長 片 寄 元 道

事 務 局 次 長 和 田 括 伸

議 事 課 長 齊 藤 安 彦

政 策 調 査 課 長 日 髙 民 子

議 事 課 長 補 佐 鬼 川 真 治

議 事 担 当 主 幹 山 口 修 三

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太

議 事 課 主 任 主 事 三 倉 潤 也
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◎ 代表質問

○丸山裕次郎議長 これより本日の会議を開き

ます。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、県

民連合宮崎、満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。県民連合宮崎、社民党の満行潤一で

す。２日目です。昨日、大分バッティングして

質問をカットしました。めげずに頑張っていき

たいと思います。

北海道の自治体で人口が２番目に少ない、神

恵内村に行く機会がありました。人口850人、役

場職員は一部事務組合消防職員を入れても45名

の、本当に小さな村です。隣村の、泊原発があ

る泊村との平成の合併協議も不調に終わり、現

在に至っています。役場以外に大きな勤め先が

ない。役場職員の採用も、地元の若者が敬遠し

て苦労している。

しかし、役場は元気でした。視察目的だった

防災対策も、最後のとりでとして住民のニーズ

に応えたいと、一生懸命でありました。昨年経

験したブラックアウトを今後回避するために、

唯一の避難所である中学校に整備した、再生可

能エネルギーを活用した停電時の電源確保シス

テムは立派でした。地方自治の原点を見た思い

であります。

さて、この20年間の日本経済は正しく機能し

ていません。この20年間、全く経済成長しな

かった国が日本だけだと言われます。

この20年間ずっとデフレが続いてきました

が、国民の貧困化も進行しています。この間の

家計収入は120万円以上も低下したと言われてお

り、専業主婦は激減し、今や働く主婦は1,100万

人を超え、そのほとんどがパートや派遣といっ

た非正規雇用。児童の貧困化も深刻です。ま

た、「官製ワーキングプア」と称される、自治

体で働く臨時、パート職員の処遇改善も急務だ

と思います。

そして、本県の最大の課題は、「少子高齢化

の進展による人材の確保」です。あらゆる職種

で人材が足りていません。

昨年の高卒県内就職率は56.8％。年々アップ

はしているものの、実質、全国最下位のレベル

です。最低賃金の格差は223円。全国最下位レベ

ル。これでは若者は地元に定着してくれませ

ん。

ここで、看護師の都道府県別平均年収のデー

タを紹介します。出典は厚生労働省平成30年度

賃金構造統計調査です。

看護師の平均年収の高い順に、１位は神奈川

県、２位は東京都、３位は三重県、４位千葉

県、最下位の47位は宮崎県です。１位神奈川県

の平均年収は531万円、宮崎県403万円、その

差128万円。全国平均は479万円、その差76万

円。また、宮崎県内の女性の平均年収が300万円

で、全国で断トツの最下位となります。全国最

下位レベルの県民の所得向上が、何より本県の

喫緊の課題だと思います。知事の所見を伺いま

す。

議案第６号から第９号に関連して、会計年度

任用職員採用制度について伺います。

地方公務員法の改正で、自治体で勤務する非

正規公務員の多くが、会計年度任用職員採用制

度に移行します。働き方改革の動きによって始

まった制度です。新たに守秘義務を課せられた

りしますが、雇用期間６カ月以上の人には期末

手当の支給ができるなど、処遇の改善を図る
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「同一労働同一賃金」を目的としており、官製

ワーキングプアの解消につながればと思いま

す。

また、職員数の削減の受け皿となり、安易に

採用し、増加し続ける非常勤職員増の歯どめに

なればとも考えます。以下、幾つかの質問をい

たします。

１．対象職種はどうなるのか。

２．採用の数は、現在の臨時嘱託職員と同じ

ぐらいの数となるのか。

３．これまでの賃金に、通勤手当、一時金が

加算されるイメージか。また、年収ベースで増

額となるのか。

４．現任用者の継続雇用は雇用者側の当然の

義務と思うが、どうなるのか。

５．本来あるべき姿は正規職員配置だと思う

が、見解を伺います。

６．制度移行に伴う人件費に対する国の財源

負担はあるのか。

以上質問を申し上げ、以下質問者席から続け

ます。ありがとうございました。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。県民の所得の向上につ

いてであります。

少子高齢化により人口が減少する中にあっ

て、人材の安定的な確保を進める上では、給与

や所得水準の向上は非常に重要な課題であると

考えております。そのためには、本県産業を支

える中小企業等の稼ぐ力を高めるとともに、労

働者への配分をふやしていく必要があります。

このようなことから、県では、フードビジネ

ス、医療機器関連産業など成長産業の集積や、

地域経済を牽引する中核企業の育成、起業支援

等の取り組みに加え、６月補正予算で措置しま

した農業、介護分野におけるＩＣＴ化の推進

や、成長期待企業を目指す県内企業の育成な

ど、企業・産業の魅力や収益力の向上に取り組

んでいるところであります。

今後とも、これら産業振興の取り組みを一層

強化していくとともに、私自身、経済団体や業

界団体の方々に対し、さまざまな機会を捉え

て、直接、給与や労働環境の改善の働きかけを

行うことにより、若者を初めとする宮崎の将来

を担う人材の確保につなげてまいりたいと考え

ております。以上であります。〔降壇〕

○総務部長（武田宗仁君）〔登壇〕 お答えい

たします。

まず、会計年度任用職員へ移行する職につい

てであります。

会計年度任用職員制度の導入に向けて、現

在、来年度から設置する職の整理を行っている

ところであります。

具体的には、特別職非常勤職員は、専門的な

知識・経験等に基づき、助言、調査等を行う者

に限定されるとともに、臨時的任用職員につい

ては、一般の職員に欠員を生じた場合に限って

任用することになります。

そのため、従来の非常勤の職のうち、例えば

消費生活相談員や用地調査員などのように、一

般の職員と同様に地方公務員法の定める守秘義

務などの服務等を課すべき職が、会計年度任用

の職に移行することになります。

次に、任用予定数についてであります。

会計年度任用職員については、年度ごとの事

業実施の状況等により、その職の必要性を吟味

し設置することとされております。現在、特別

職非常勤の職からの移行を含め、来年度の業務

量や内容などを把握した上で、任用予定数を検

討しているところであります。

令和元年９月13日(金)

- 75 -



今後、それぞれの職場の実態に応じて、必要

な業務に適正な職を設置し、任用してまいりた

いと考えております。

次に、処遇の改善についてであります。

会計年度任用職員の給料・報酬の水準は、従

事する職務の内容に応じて、一般の職員の給料

表を基礎としており、また、一定の条件を満た

す場合には期末手当などの諸手当も支給されま

すことから、給付面での改善も図られるものと

考えております。

次に、臨時・非常勤職員の雇用の継続につい

てであります。

会計年度任用職員を任用するに当たっては、

毎年度、適切な募集を行った上で、客観的な能

力の実証を行う必要があります。

このため、来年４月以降、今の臨時・非常勤

職員が、自動的に継続して会計年度任用職員に

任用されることはありませんが、今と同様の会

計年度任用の職に応募し、適切な選考を経て、

任用されることは考えられます。

次に、職員の配置についてであります。

現在、制度の導入に向けて、臨時・非常勤の

職について業務の見直しを行いながら、個別に

検証を行うとともに、業務内容、勤務形態等に

応じて、一般の職員を配置するのか、あるいは

会計年度任用職員等を任用するのかを検討して

いるところであります。

また、来年度以降についても、毎年度の検討

の中で、適切な職員の配置に努めてまいりたい

と考えております。

最後に、必要となる財源の負担についてであ

ります。

今回の制度改正に伴い必要となる財源につき

ましては、国において、給与等に関する調査が

実施されているところであり、その結果も踏ま

え、地方財政措置について必要な検討を行うこ

ととされております。

県としましても、引き続き、必要な財源の確

保について、国に対して要望してまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

○満行潤一議員 ありがとうございます。知事

も触れられましたが、県内の企業がどんどん成

長し、その中で働く人たちの分け前がまたふえ

る。ぜひ、そういう賃金アップについて、今後

とも県を挙げて努力いただきたいと思っていま

す。

続きまして、一ツ葉有料道路の有料期間の延

長について触れます。

知事は４日の記者会見、そして開会日の提案

理由説明で、「県民の安全・安心を守る観点か

ら、財源を確保し耐震化を進めていく必要があ

る」と説明されています。

耐震化を推進する理由は十分理解できます。

しかし、なぜ全額通行料金で充当なのか、国の

交付金など税金投入はできないのか、改めて確

認します。部長お願いします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 有料道路制

度につきましては、道路整備特別措置法に基づ

き、国土交通大臣の許可を受け、借入金等を財

源に新設または改築し、通行料金を徴収して、

その返済に充てる制度であり、耐震対策等の費

用につきましても、全て通行料金で賄うことと

なっております。

一方、交付金など国の補助事業につきまして

は、有料道路以外の、県や市町村が管理する道

路の改築などを対象としておりますので、一ツ

葉有料道路の耐震対策についても、交付金など

国の補助事業では実施することができないこと

となっております。

○満行潤一議員 他県の事例はどうなのか、災
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害復旧工事とか国土強靱化等に伴う対策とし

て、公費を投入した事例はないのか確認しま

す。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 道路公社が

行う災害復旧に要する経費につきましては、原

則として、通行料金により賄うこととなりま

す。

ただし、公社の経営に支障を来すような大規

模な災害が発生した場合には、地方道路公社法

により、その経費の一部を国や県が補助するこ

とができる規定があり、東日本大震災や西日本

豪雨による災害において補助した事例がござい

ます。

また、今回提出した議案と同様に、有料道路

の事業変更を行い、国土強靱化に必要なレベル

の耐震対策を実施している事例はありますが、

交付金など国の補助事業での実施事例は確認で

きなかったところであります。

○満行潤一議員 もうちょっと工夫が必要かと

思います。

同記者会見で知事は、「南海トラフ巨大地震

の発生確率が高まるなどの状況があり、スピー

ド感を持って耐震化に取り組む必要がある」、

また提案理由説明では、「県民の負担を軽減す

るために引き下げる」とされていますが、県民

の負担感は低下するかもしれませんが、県民負

担は同じです。

県北の皆さんからすれば、延岡南から佐伯ま

では無料、九州中央道の無料区間が延伸し、大

分市や熊本市、熊本空港が短期間でどんどん便

利になってきます。10年も有料期間が続けば、

宮崎市がどんどん遠くなっていくのではないで

しょうか。

150円にした根拠は何なのか、お伺いいたしま

す。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 一ツ葉有料

道路の耐震対策のためには、新たに40億円の投

資を行い、それを償還していく必要があるた

め、料金と徴収期間について、複数案を検討し

てまいりました。

通行料金の決定に際しましては、有識者会議

において、「料金低減を図るべき」、また「北

線と南線は同額がよい」、さらには「徴収期間

が長期になると、社会情勢の変化が大きく、将

来を見通すことが難しい」などの意見があった

ことから、総合的に勘案した結果、平等性や利

便性の観点から、北線・南線とも同一料金と

し、普通車で150円としたところであります。

○満行潤一議員 知事は記者会見で、「無料開

放を期待していた県民に対して、県議会での議

論を通じて丁寧に説明していきたい」と発言さ

れています。

有識者会議は３回開催されたようですが、県

議会には担当委員会への経過報告だけで、意見

集約の機会もないまま、今議会での提案となっ

ています。これまで議会に対して経過説明が不

十分だと感じます。

昨日の答弁は、無料化を望んでいる県民に

とっては、有料化の根拠としては説得力を持た

ないと思います。県民の意見を真摯に受けとめ

て、今議会で丁寧に説明、質疑を深めていただ

きたいと思いますが、知事いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 一ツ葉有料道路につき

ましては、昨年９月に国から、国土強靱化に向

けた緊急対策を集中的に実施する方針が示され

る中、これを受けて11月議会におきまして、耐

震対策について、有料継続の可能性を含めて検

討していくことを表明したところであります。

その後、県議会や有識者会議の御意見を伺いな

がら、検討を進めてまいりました。
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検討の経過につきましては、昨年度から今年

度にかけて、４回の商工建設常任委員会におき

まして、財源確保を含め、耐震対策の必要性や

有識者会議の目的等について説明を行いますと

ともに、有識者会議開催の都度、その説明内容

や意見につきましても報告をさせていただき、

御意見を伺ってきたところであります。

また、７月の常任委員会の調査の際にも、現

地にて説明を行ったところであります。

私としましては、このような経過の中で、さ

まざまな要素を総合的に勘案し、熟慮を重ねた

結果、計画どおりの無料化を願う県民の期待に

沿うことはできませんでしたが、有料を継続す

る必要があるとの判断に至ったところでありま

す。今回提案をさせていただいております議案

の内容につきましては、今議会の審議の中で

も、丁寧に説明してまいりたいと考えておりま

す。

○満行潤一議員 有識者会議で示されたであろ

う資料も、まだ県議会には提示もされていませ

ん。

仮に40億円かかるとして、毎年４億円ずつ一

般会計から支出すれば10年間で40億円。これは

政治判断で可能だと思います。この件につきま

しては、引き続き渡辺議員が一般質問を行いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

では、次、よろしいでしょうか。電子県庁の

取り組みについて伺います。

本県では、平成24年３月に策定した「宮崎県

電子行政推進指針」に基づき、本県行政の情報

化施策に係る取り組みを行っています。

電子県庁は、県民の行政手続、各種の許認可

申請手続や書類の交付手続など、行政窓口に行

かずしてインターネット上で完結することを目

的に始まったと思います。

その後に、情報通信技術の一層の進展ととも

に、国において、「地方創生ＩＴ利活用促進プ

ラン」等の新たな施策が示され、マイナンバー

制度等を活用した電子行政サービスの推進や、

情報セキュリティー対策の強化、災害対策の強

化など、多岐にわたるようになりました。宮崎

県電子行政推進指針改訂版である「ｅみやざき

推進指針」として改訂も行われています。

今後とも、社会情勢の変化に注視しながら、

市町村と連携し、本県における電子行政のより

一層の推進に取り組む必要があると思います。

電子県庁の取り組み状況についてお伺いいたし

ます。

○総合政策部長（渡邊浩司君） 本県におきま

しては、これまで、「ｅみやざき推進指針」に

基づき、行政手続のオンライン化の促進、各種

業務システムの一層の効率化や安定性の確保な

ど、電子県庁の推進に取り組んできたところで

あります。

これに加えまして、本年３月に、業務の指針

となります「宮崎県官民データ活用推進計画」

を策定しまして、業務における、いわゆるＲＰ

Ａの導入などによる行政事務のデジタル化や、

県が保有するデータの積極的な公開などにも取

り組んでいるところであります。

また、市町村との連携につきましては、「宮

崎県市町村ＩＴ推進連絡協議会」を設置いたし

まして、本県の基幹的な情報通信基盤である

「宮崎情報ハイウェイ21」や、不正アクセスな

どを防ぎます「宮崎情報セキュリティクラウ

ド」を共同で運営するなど、効率的・効果的な

行政運営の推進に努めているところでありま

す。

今後とも、県民の利便性向上や行政事務の効

率化等を図りますため、電子行政の実現に向け
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た取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。

○満行潤一議員 次に、県の収納方法のデジタ

ル化について伺います。

諸外国に比べておくれている電子決済の普及

に向け、国主導で動いています。県税や手数料

などの収納方法として、納付書にＱＲコード、

バーコードを付加して簡単決済といかないもの

でしょうか。現金収納以外の対応状況と、今後

の見通しについて、会計管理者お願いします。

○会計管理者（大西祐二君） 県税や手数料な

どの公金の収納方法につきましては、金融機関

の窓口での現金収納以外に、収入証紙や口座振

替によるもののほか、使用料や県税の一部に

は、コンビニでの窓口収納を行っているものも

ございます。また、自動車税などでは、クレ

ジット収納に加えまして、昨年度から、スマー

トフォン決済を利用した収納も開始したところ

でございます。

今後、民間ではキャッシュレス決済が普及し

ていくものと考えられますので、公金収納にお

けるキャッシュレス化につきましても、県民の

利便性や収納事務の効率化の観点から、引き続

き関係部局と連携を図って、適切に対応してま

いります。

○満行潤一議員 民間におくれないように、

しっかりお願いします。

次に、納税用セミセルフレジ導入についてで

す。

県税事務所に、納税用のセミセルフレジを11

月から導入すると報道されていますが、導入に

至る経緯とメリットについてお伺いします。

○総務部長（武田宗仁君） 今回導入しますセ

ミセルフレジは対面式で、職員側、納税側それ

ぞれにある液晶パネルの画面に税目や税額を表

示して、双方確認の上で、納税者本人が現金を

レジに投入して、つり銭も自動的に受けとるこ

とができるものであります。

現在、窓口で現金を収納する際は、誤収納防

止のため、必ず職員が２人で対応するようにし

ておりますが、納税者にとって、納付手続に時

間がかかることや、職員を窓口に拘束する時間

が長くなり、窓口事務の負担が大きくなってい

ることから、セミセルフレジの導入を検討して

きたところであります。

この導入によりまして、誤収納防止や窓口事

務の効率化・迅速化による県民サービスの向上

だけではなく、職員の負担が軽減され、働き方

改革にもつながると考えております。

○満行潤一議員 次に、マイナンバーカードに

ついてです。

「全公務員に取得 実質義務化へ」と大きく

報道もされていました。報道では、「１割強で

低迷している普及率を高めるため、公務員本人

・扶養家族の計700万人超が率先して取得を済ま

せる。マイナンバーカードは2021年３月に健康

保険証としての本格運用が始まる予定。これに

伴う申請増加に備え、公務員が先につくって事

務集中を避ける狙いもある」となっていまし

た。

扶養家族もとらせるということは、家庭内の

プライバシーを侵害しかねない事態も想定され

ます。取得の強制はできません。

総務省は６月に通知文を都道府県に発出して

いるようですが、本県知事部局職員の取得状況

はどうなっているのかお尋ねします。

○総務部長（武田宗仁君） 国が実施しまし

た、ことし６月30日時点でのマイナンバーカー

ドの取得状況調査によりますと、知事部局にお

ける職員の取得状況につきましては、被扶養者
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を含めまして7,768名中1,261名であり、取得率

は16.2％となっております。

○満行潤一議員 本年５月に改正健康保険法が

成立し、2021年３月に健康保険証としての本格

運用が始まる予定ですが、共済組合、国民健康

保険の対応状況をお伺いします。

○総務部長（武田宗仁君） 地方職員共済組合

におきましては、マイナンバーカードの健康保

険証としての本格運用開始後も、現行の健康保

険証は従来どおり発行され、利用できることと

しております。

これは、オンラインによる資格確認に対応で

きない医療機関もあることなどが予想されるこ

とから、現行の健康保険証による保険診療も継

続されるものであると伺っております。また、

国民健康保険についても同様の取り扱いになる

と聞いております。

今後、共済組合においては、組合員とその被

扶養者がマイナンバーカードの健康保険証を円

滑に利用できるよう、周知広報を図ることとし

ております。

○満行潤一議員 次に、消費税10％について、

若干お尋ねいたします。

本県の財政運営にも影響があると思います。

昨年11月議会でも質問しておりますが、引き上

げ分２％のうち0.5％が地方消費税分で、おおよ

そ50億円程度増収と伺いました。さて、県病院

の収入支出に与える影響額はどうなんでしょう

か。医療機関が負担する消費税については、診

療報酬による補塡が不十分と聞きます。今回の

引き上げによる県病院会計への影響について、

病院局長にお尋ねします。

○病院局長（桑山秀彦君） まず、支出面で

は、本年度当初予算において、薬品等の購入時

に支払います消費税の税率改正に伴う増加分と

しまして、１億3,700万円余を見込んでいるとこ

ろであります。

一方、収入面では、診療報酬が非課税となっ

ておりまして、仕入れ控除ができないため、医

療機関が支払った消費税相当分は診療報酬の中

で上乗せされ、補塡される仕組みとなってお

り、先ほど申し上げました支出の増加分も、こ

の仕組みによりまして補塡され、収入が増加す

るということになっております。

しかしながら、昨年度に公表されました国の

調査では、業務委託や高額な医療機器の購入な

どで多額の消費税を負担しております公立病院

につきましては、診療報酬による補塡率は69.5

％と、大変低い結果が示されたところでありま

す。

このため県では、全国自治体病院協議会等を

通じまして改善の要望を行ってきたところであ

りまして、国からは、今回10月実施の診療報酬

改定におきまして是正を図ったと伺っておりま

す。

これによりまして、補塡不足は相当程度解消

されるものと認識しておりますが、今後とも、

補塡の状況を注視してまいりたいと考えており

ます。

○満行潤一議員 中小企業の対応状況について

です。

外食を除く飲食料品の税率８％に据え置く軽

減税率の導入など、新たな制度によって不安の

声が上がっています。レジの改修、区分経理の

帳簿の準備など、事業所の準備状況はどうなの

か。また、中小事業者の税額計算の特例、消費

税確定申告書の作成手順の変更、簡易税制制度

適用事業者、免税事業者、それぞれ申告書の作

成など経理の変更があります。これらの県の対

応状況、支援状況をお伺いします。
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○商工観光労働部長（井手義哉君） 消費税軽

減税率制度への対応状況につきましては、宮崎

商工会議所が宮崎市内の中小・小規模事業者に

実施したアンケートによりますと、レジの導入

状況につきましては41％、インボイス制度に係

る区分経理に対応した請求書等への対応状況に

つきましては65％が、いまだ着手できていない

状況であります。

県といたしましては、これまで軽減税率に対

応したレジ導入等に係る国の補助制度につい

て、商工団体等と連携し、県内各地でセミナー

や説明会を開催するなど、制度の周知を図って

きたところであります。

引き続き、税務署や商工団体に設置されてい

る軽減税率等の相談窓口での相談対応や経営指

導等を通じまして、県内の中小・小規模事業者

の取り組みを促すとともに、各種制度の周知を

図るなど、消費増税に円滑に対応できるよう支

援してまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 相当対応がおくれている、そ

ういう印象であります。対応できるのも、あと

半月しかありませんので、ぜひよろしくお願い

したいと思います。

次に、消防体制の強化について伺います。

国が定める「消防力の整備指針」に基づき、

各消防本部は、適正な施設、人員配置をとらな

くてはならないはずですが、各消防本部の条例

定数が長年変更されていないために増員ができ

ず、災害対応や緊急消防援助隊の出動要請にも

苦慮している状況だとお聞きします。

消防職員の増員など消防体制の強化につい

て、県の適切な指導・助言が必要と考えます

が、危機管理統括監いかがでしょうか。

○危機管理統括監（藪田 亨君） 市町村にお

きましては、厳しい財政状況の中、人口減少や

少子高齢化などの進展に伴う行政需要の変化に

も対応しつつ、効率的な組織体制の構築と定員

管理に努めておられると認識しております。

一方、近年、豪雨などの自然災害が頻発し、

また、激甚化する傾向にあるとともに、本県に

おきましては、南海トラフ地震の発生が切迫し

ております。これらへの対応を含め、地域防災

力の向上が求められているところであり、その

中核となる消防の体制充実・強化が大変重要で

あると考えております。

このため、県といたしましては、このような

防災面にも配慮した消防体制となるよう、その

充実強化に向けて、県消防長会などと意見交換

を行うとともに、「消防力の整備指針」に基づ

き市町村が実施いたします体制整備について、

今後とも、市町村に対して必要な働きかけや助

言・支援を行ってまいりたいと考えておりま

す。

○満行潤一議員 残念ながら、決して適正な配

置となっていないので、ぜひ、今後とも引き続

き、県の関与を強く求めたいと思います。

非常備町村の常備化に向けた取り組み状況に

ついてです。

消防非常備町村における救急業務実施体制

（病院前救護実施体制）は、地方自治行政の重

要な課題です。長年、非常備町村だった高千穂

町、日之影町、五ヶ瀬町は2015年４月に常備化

され、現在は４町村が非常備として残っていま

す。

県では、引き続き常備化に向け検討が行われ

ているようですが、取り組み状況についてお伺

いいたします。

○危機管理統括監（藪田 亨君） 県内非常備

町村の常備化につきましては、東臼杵の美郷

町、諸塚村、椎葉村の３町村におきまして、平
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成28年12月に検討協議会が設置され、課題の抽

出や実現可能な方策について洗い出しを行い、

段階的な常備化を実現する方法が検討されてい

るところでございます。

こうした中で、平成30年10月からは、日向市

が、それまでの助言者から構成団体として協議

会に加わり、まずは、119番通報の受け付けなど

通信指令業務の共同運用について検討が進めら

れているところでございます。

県におきましては、これまで協議が進展する

よう必要な情報提供や助言を行ってきており、

引き続き常備化に向け、支援を行ってまいりた

いと考えております。

○満行潤一議員 ぜひよろしくお願いします。

救急隊の増員、救急車の適正な配置について

です。

年々、救急車の出動件数はうなぎ登りの状況

です。適切な救急車の利用に対する啓発も重要

ですが、現場はその対応に苦慮しています。早

急な救急隊の増員、救急車の適正な配置が望ま

れます。県の考え方をお伺いいたします。

○危機管理統括監（藪田 亨君） 本県におけ

る救急車の出動件数は、６年連続で過去最多を

更新しているところでございます。

これに対応するため、各消防本部では救急体

制の整備が検討されており、一部の消防本部で

は、救急隊の増隊等が実施されております。

一方で、このような体制の整備は、人材と多

額の費用が必要であることから、限られた資源

を有効に活用することが大変重要となります。

このため県では、消防と救急医療機関で構成

する協議会で検討の上、全体の約15％を占めて

おります転院搬送につきまして、救急車を適正

に利用していただくよう、医療機関に向けてお

願いをしているところでございます。また、実

際に搬送に至らなかった不搬送は、全体の約10

％を占めておりますことから、県民の皆様に対

しても、適正利用の周知に努めているところで

ございます。

今後とも、消防本部を初めとする関係機関と

連携しながら、救急車の適正利用を促進すると

ともに、市町村が実施いたします救急体制や車

両の整備につきまして、必要な支援や助言を

行ってまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 正しい救急車の使い方を、医

療機関にも県民にもしっかり啓発していただき

たいと思います。

県防災救急ヘリのダブルパイロット制の導入

について伺います。

消防防災ヘリの墜落事故が相次いだのを受け

て、総務省消防庁は、自治体に順守義務を課す

初の安全基準を10月１日に施行する予定です。

柱は、機長と副機長の２人を搭乗させるダブ

ルパイロット制の導入。これに関しては、人材

確保に時間がかかるため、2022年４月施行とす

るようです。

ことし４月時点で、40都道府県と15政令指定

都市の計55自治体に防災ヘリが配備され、う

ち23自治体が、既にダブルパイロット制を導入

済みであります。本県もダブルパイロット制の

早期導入が必要だと思いますが、いかがでしょ

うか。

○危機管理統括監（藪田 亨君） ダブルパイ

ロット制の導入につきましては、緊急時におけ

る操縦交代による墜落の回避など、パイロット

に起因する事故の防止に有効であり、運航の安

全性が向上すると、期待されております。

国は、今回の防災ヘリの運航に関する新たな

安全基準の策定に先立ちまして、昨年12月の通

知で、ダブルパイロット制の導入に計画的に取
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り組むこととして、速やかに検討を開始するこ

とを求めており、県では昨年度から、導入に向

けて検討を開始したところでございます。

今後は、この新たな基準を踏まえながら、パ

イロット等の人材の確保や予算措置等につい

て、引き続き関係部局や運航委託先等と協議を

してまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 大事な大事な各消防本部の消

防署員をいただいているわけですから、ぜひ、

その安全性の確保をよろしくお願いしたいと思

います。

自殺予防週間についてであります。

今月10日から16日は、自殺予防週間です。自

殺予防について２問お伺いします。

夏休み明けの子供の自殺が、全国的に例年、

９月１日がピークとの統計があります。私の誕

生日なんですけど、残念な日です。自殺防止対

策の本県の取り組み状況について、お伺いいた

します。

○教育長（日隈俊郎君） 夏休み明け前後に子

供の自殺が増加する状況については、全国的な

社会問題となっておりまして、本県としまして

も重く受けとめているところであります。

そのため県教育委員会では、毎年６月に県立

学校や市町村教育委員会に通知文を発出しまし

て、学校内外における見守り活動の強化など、

自殺の未然防止の充実をお願いするとともに、

市町村教育委員会や小中学校及び県立学校の担

当者を対象に、自殺予防教育に関する研修も実

施しております。

また、「24時間子供ＳＯＳダイヤル」や

「ネットいじめ目安箱」などの相談窓口をわか

りやすく説明したカードを、全児童生徒に配付

しているところであります。

今後とも、他の部局や関係機関とも十分連携

を図りながら、子供たちの命を守る取り組みを

進めてまいります。

○満行潤一議員 県内での昨年の自殺者数は204

人。ピーク時からすると半減しています。県や

市町村、関係団体の並々ならぬ努力によって、

ここまで到達できたものと思います。

しかし、全国でも大きく減少しているので、

相対的には自殺死亡率は全国で７番目に位置し

ています。また、本県の若者の死因のうち自殺

が多い現状に変わりはありません。

その要因は、家庭内のトラブルであったり、

金銭トラブルや職場での問題など、さまざまだ

と思います。自殺予防は行政だけでできるもの

ではありません。家庭、地域、関係団体のふだ

んの取り組みが重要です。本県の課題について

お伺いいたします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 県では、これ

まで官民一体となりまして、普及啓発や人材育

成、相談支援など、総合的な自殺対策に取り組

んでいるところでございますが、住民の身近な

存在である市町村のよりきめ細やかな自殺対策

の推進や、自殺未遂などハイリスク要因への対

応、若年層の自殺予防が課題というふうに考え

ております。

このため昨年度から、市町村の自殺対策計画

の策定支援を強化しまして、本年５月までに全

市町村で策定されたところです。また、救急医

療現場での自殺未遂者に対する初期対応や支援

の向上を図るため、宮崎大学と連携して、病院

や消防などの職員を対象とした研修会を県内各

所で開催するほか、若年層対策として、教育委

員会と連携しまして、児童生徒に対する「ＳＯ

Ｓの出し方に関する教育」、こういったものを

推進しております。

○満行潤一議員 要望を１つ申し上げておきま
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す。

自殺予防週間にあわせて、「いのちの電話」

相談が始まりました。本県も、ボランティア団

体の御努力で実施されていますが、慢性的に相

談員が不足しており、対応窓口が空白となる時

間帯がまだあるようです。行政の積極的な支援

を引き続きお願いいたします。

次に、後期高齢者医療制度保険料軽減措置の

本年10月廃止に関して質問します。

保険料定額部分の最大９割軽減措置が廃止さ

れます。収入要件、多くは年金収入のみです

が、この収入要件で負担増か負担減が決まる。

軽減措置の廃止によって負担増とならないよ

う、１年間に限り国庫補助があるが、来年10月

からは、保険料の定額部分が２倍になる人も多

数に上るようです。被保険者に対する周知の状

況はどうか、お尋ねします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 後期高齢者医

療制度の保険料につきましては、世帯の所得に

応じて、均等割として７割軽減が措置されてい

たものを、９割または8.5割軽減にする特例措置

が設けられておりますけれども、世代間の公平

を図る観点などによりまして、ことし10月から

廃止されます。

この特例措置の廃止に際しましては、９割軽

減の方には、介護保険料軽減の拡充や年金生活

者支援給付金を支給するとともに、8.5割軽減の

方には特例を１年間据え置くなど、被保険者の

負担増に配慮した措置が実施されております。

今回の制度の見直しにつきましては、複雑な

内容となっておりますので、より御理解いただ

けるよう、保険者の後期高齢者医療広域連合や

保険料業務の窓口である市町村におきまして、

国作成のリーフレットを被保険者に送付すると

ともに、テレビや新聞などによる広報を行った

ところです。また、被保険者からの問い合わせ

に対しましても、電話や窓口での制度の説明を

行っているところであります。

○満行潤一議員 次に、介護医療院への転換に

ついてです。

本県には、介護療養病床が28施設あります

が、介護療養病床は、2023年度に廃止が決定し

ています。医療療養病床も78施設ありますが、

この医療療養病床の今後も、どうなるのか不透

明であります。

かわりに有料老人ホームが大きくふえていま

す。介護療養病床から介護医療院への転換が国

の誘導策とは思いますが、スムーズに移行でき

るのか、介護難民とならないのか不安です。本

県の状況について伺います。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 介護療養病床

と一部の医療療養病床につきましては、令和５

年度末までに廃止するか、昨年創設された介護

医療院等への転換などが求められております。

現時点では、本県での介護医療院の開設実績は

ありません。

このような状況を踏まえまして、療養病床の

転換の選択肢として、介護医療院について理解

を深めるため、本年８月に、県医師会と県、宮

崎市の共催により、県内の医療機関等を対象と

して、介護医療院に関する研修会を開催したと

ころでございます。

また、県では、療養病床から介護医療院への

転換を支援するための補助制度を設けておりま

すので、これらの活用を促しながら、転換が円

滑に進むよう支援してまいりたいと考えており

ます。

○満行潤一議員 医師確保についてです。

本年度の研修医数は、医師国家試験後で57

名、昨年度が59名でした。昨年開始された新た
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な研修制度「専門医制度」が52名。多くの関係

機関の努力で実績が上がってきています。宮崎

大学地域枠卒業生を含め、より多くの医師が本

県に残ってほしいと思います。

医師確保の課題の一つは、県央への一極集中

です。特に、県北、県南地域の医師確保が急が

れます。人口密度は低くても、地域医療の確保

は重要です。公立病院以外大きな病院のない本

県で、いかに多くの医師をつなぎとめられるの

か、県北、県南地域の医師確保、医師の偏在対

策をどう考えているのか、お伺いいたします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 厚生労働省が

ことし２月に発表した医師偏在指標によります

と、県内７つの二次医療圏のうち、４つが下位

３分の１の医師少数区域に該当するとされてお

りまして、県内での医師の地域偏在が見られる

ところです。

県では、医師の地域偏在の解消に向けまし

て、昨年７月の医療法の改正を踏まえて、医師

修学資金貸与医師等に対するキャリア形成プロ

グラムを策定し、医師免許取得後、県内で９年

間勤務し、そのうち４年間は、医師少数区域で

の勤務を義務づけることとしております。

また、専攻医に対する研修資金貸与制度の対

象診療科に、小児科、産科に加え、特に医師が

不足する僻地医療において重要な役割を担う総

合診療を追加するとともに、返還免除条件を、

研修修了後、宮崎東諸県を除く二次医療圏で３

年間勤務することとしております。

今後とも、医師の養成・確保と資質向上を一

体的に図りながら、医師の偏在解消に努めてま

いりたいと考えております。

○満行潤一議員 続きまして、子供の貧困、児

童虐待についてです。

児童相談所の児童虐待相談件数の急増対応が

急がれます。児童虐待・家庭内暴力の背景に、

家庭の貧困が大きくかかわっているケースが多

いと思います。生活が苦しい貧困世帯がふえて

いるこの時代、児童虐待防止は児相だけの問題

ではありませんが、関係機関との連携のかなめ

となる児相の強化が急がれます。今回の鹿児島

県出水市での虐待死でも、児童相談所の相談体

制が問題となっています。

今月10日に開会した鹿児島県議会の本会議冒

頭に三反園知事は、「痛ましい事件を受け、児

童相談所のさらなる体制強化、児童福祉司の増

員など、児童虐待への確実な対応・防止に全力

で努める」と発言されています。本県の知事に

このような発言はさせたくはありません。事件

が起こってからでは遅過ぎます。児童相談所の

強化、とりわけ児童福祉司の大幅増員が必要と

思いますが、見解をお尋ねします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 県内３つの児

童相談所に配置している児童福祉司につきまし

ては、増加する児童虐待相談に適切に対応する

ため、体制の強化を順次進めてきたところでご

ざいまして、本年４月にも増員し、現在30人を

配置しております。

こうした体制のもと、各児童相談所では、子

供の安全の確保を最優先にした対応に努めてい

るところでございますけれども、大幅に増加し

ている児童虐待相談に適切に対応していくため

には、児童福祉司の増員を初めとする児童相談

所の体制及び専門性の強化が不可欠であると考

えております。

このため、国の「児童虐待防止対策体制総合

強化プラン」に基づきまして、令和４年度まで

に、必要な児童福祉司を計画的に配置していけ

るよう、関係部局と連携して取り組んでまいり

たいと考えております。
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○満行潤一議員 児童相談所は児童虐待だけ

やっているわけではなくて、多くの子供、家庭

に係る業務をやらないといけないのに、まず急

がないといけないのは児童虐待対応ということ

で、本当に大変な状況にあります。引き続き、

体制強化をお願いしたいと思います。

もう一つ、重ねて、児童相談所の執務スペー

スの狭さも、私は問題だと認識をしています。

その対応についてどうお考えか、お尋ねしま

す。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 議員御指摘の

とおり、これまで児童相談所の体制強化に取り

組む中で、事務所が手狭となっておりまして、

執務スペースの確保が大きな課題だと考えてお

ります。

今後、国の新たなプランに基づく体制強化に

取り組むことから、児童相談所及び職員が十分

にその機能や能力を発揮できるよう、執務環境

の整備についても、あわせて検討してまいりた

いと考えております。

○満行潤一議員 お願いします。

次に、感染症・予防接種の現状について、６

問続けて質問させていただきます。大変マニ

アックな質問で部長には申しわけないんです

が、部長は前任地では森林環境税のスキームを

つくった方だとお聞きしていますので、おつき

合いいただきたいと思います。

本県で、ワールドサーフィンゲームスが開催

され、また、ラグビーワールドカップのイング

ランド代表が事前キャンプで本県入りしたり

と、国際色豊かになりました。また、県民の海

外渡航も日常の風景となりました。来年のオリ

・パラも控えて、インバウンドの増加も期待さ

れます。

幾つかの感染症について、本県の現状と対応

について伺います。

まず、マダニが媒介する感染症（ＳＦＴＳ）

の被害についてお伺いします。

マダニは春から秋にかけて活動が活発にな

り、マダニが媒介する感染症、本県では４月か

ら９月にかけて多く発症しています。本県の被

害は全国で最多。本県の発生状況と対策の現状

をお聞きします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 本県における

重症熱性血小板減少症候群、いわゆるＳＦＴＳ

の発生状況につきましては、平成25年３月の届

け出開始からの累積報告数が68件となっており

まして、全国で最も多くなっております。

ＳＦＴＳ対策は、マダニにかまれないことが

重要でありますので、県としましては、マダニ

の活動が活発になる春から秋の時期に合わせま

して、保健所や市町村、県医師会、県獣医師会

などの関係機関と連携し、周知・啓発を行って

いるところです。なお、こうした取り組みによ

り、本年の報告数は、９月上旬で７件となって

おりまして、前年同時期の10件を下回っており

ます。

今後も関係機関と連携しながら、あらゆる機

会を捉えて、県民への情報発信、注意喚起を

行ってまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 次に、風疹です。

妊婦が免疫を獲得できれば先天性風疹症候群

の発生はないと考えていた一時期に、女子中学

生だけに接種が実施されていました。現在の40

歳から57歳の男性に風疹予防接種は実施され

ず、この年齢層が免疫率が低く、風疹患者に

なっています。本県の発生状況と対応の現状を

お聞きします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 県内の風疹の

発生状況でございますが、平成30年に３件、本
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年は１件となっております。

県では、先天性風疹症候群の発生を防ぐため

に、妊娠を希望する女性等に対する風疹抗体検

査費用の助成事業を実施しております。

また、議員御指摘のとおり、1962年４月２日

から1979年４月１日までの間に生まれた男性が

感染の中心となっておりますことから、風疹に

関する追加的対策としまして、各市町村におい

て、今年度より風疹抗体検査及び定期予防接種

が始まったところです。

国は、対象者の抗体保有率を、2021年度末ま

でに90％以上とすることを目標としておりまし

て、県としましては、対象者に対する本事業の

周知を図ってまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 いろいろ課題があった風疹な

んですけれども、ぜひ、対応をよろしくお願い

します。

麻疹です。

日本における土着の麻疹ウイルスは、2010年

５月を最後に、国内での検出はなくなったよう

です。しばしば起こる国内の麻疹の発生は、全

て外国から持ち込まれたもののようです。欧州

では麻疹が流行したりしています。

麻疹ウイルスは、空気感染、飛沫感染、接触

感染とさまざまな感染経路を示し、その感染力

は極めて強く、免疫を持っていない人が感染す

ると、ほぼ100％発症すると言われています。合

併した別の細菌やウイルス等による感染症が重

症化する可能性もある怖い病気です。本県で

は、2001年に約900人の麻疹患者と２人の乳幼児

の死亡が報告される大きな流行が起きており、

次の大きな流行を阻止するために、その翌年、

「みやざき－はしかゼロ作戦－プロジェクト

Ｍ」が始まりました。本県の発生状況と対策の

現状をお伺いします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 県内の麻疹の

発生状況でございますが、平成29年に１件、本

年は１件となっております。

麻疹対策においては、予防接種で幼児期から

の免疫を高めることが最も有効でございます。

そのため、各市町村や医師会等が、接種率向上

に向けた対策を実施しておりまして、平成29年

の県の定期予防接種率は、国の目標値である95

％を達成しております。

また、麻疹につきましては、海外からの持ち

込みに対する蔓延防止対策も重要でありますの

で、県としましては、早期に患者を探知し、患

者の接触者の健康観察を行うことで感染拡大を

防止するとともに、県民への啓発や情報提供を

行ってまいります。

○満行潤一議員 次に、流行性耳下腺炎（ムン

プス）についてお尋ねします。

昨年、日南市の保育園で流行しました。ま

た、３人のムンプス難聴児も報告されているよ

うです。日南市で予防接種の助成があれば、防

げたのかもしれません。残念な報告です。

本年度は、県内24市町村でムンプスワクチン

接種の助成が行われているようです。本県の発

生状況と、予防接種を行う自治体への助成状況

をお伺いします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 流行性耳下腺

炎、いわゆるムンプスにつきましては、議員御

指摘のとおり、昨年は日南保健所管内での流行

が見られましたが、県内全域においては、定点

医療機関当たりの報告数は低い水準を保ってお

りまして、今日まで大きな流行は見られていな

い状況でございます。

流行性耳下腺炎の対策としましては、予防接

種による感染予防が最も有効な手段でありま

す。県では平成27年度から、感染症の発生や流
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行の予防を通して、子供たちの健やかな育ちを

支えるため、「愛の予防接種助成事業」とし

て、ムンプスワクチンの接種に対する助成を行

う市町村に、補助を実施しているところであり

ます。

今年度は、日南市を含め、ほとんどの市町村

で助成が行われております。

○満行潤一議員 日南市の保育園で発生しまし

たけれども、予防接種をしている子は発症しな

かったと、そういうデータもあるようです。ぜ

ひ、予防接種の普及が必要だと思います。

ロタウイルスに移ります。

ロタウイルスは、胃腸炎を起こすウイルスで

す。ロタウイルスに感染すると、２日の潜伏期

を経て、主に乳幼児に４日から５日続く強い嘔

吐・下痢症状をもたらします。

胃腸炎の原因ウイルスとして、世間的に最も

有名かつ頻度も高いのはノロウイルスです。し

かし、５歳未満の乳幼児に限って言えば、胃腸

炎の原因として最も多いのはロタウイルスだそ

うです。

また、乳幼児においてロタウイルスは、胃腸

炎の中で最も多いだけではなく、最も重症にな

りやすいことで知られています。感染力が強

く、治療法がないと言われます。予防にはロタ

ウイルスワクチン接種がとても有効ですが、本

県におけるロタウイルス感染症の発生状況、県

内自治体の予防接種に対する助成状況などを教

えてください。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 県内のロタウ

イルス感染症の発生状況につきましては、定点

医療機関当たりの報告数は低い水準を保ってお

りまして、大きな流行は見られていない状況で

す。

ロタウイルス感染症につきましても、予防接

種による感染予防が最も有効な手段であります

ので、ムンプスと同様に、18市町村が「愛の予

防接種助成事業」を利用して、ロタウイルスワ

クチンの接種に対する助成を行っております。

○満行潤一議員 全ての自治体に、ぜひ、この

助成をしてほしいなと。引き続き、県の支援を

お願いしたいと思いますし、これも貧困家庭に

対するアプローチですね。どうしても予防接種

に対する認識というのが低い状況にある層があ

ります。ぜひ、その対応もお願いしたいと思い

ます。

この項目の最後は、海外から入ってくる感染

症対策です。

海外との交流人口の増加に伴い、日本では発

生していない感染症が持ち込まれる可能性が高

まっています。マラリアやデング熱のように熱

帯・亜熱帯諸国で発生している感染症だけでな

く、アフリカにはコレラやエボラ出血熱が流行

している国もあります。感染症を国内に侵入さ

せないための対策は、ますます重要になってい

ます。そして、国内で発生した場合の対処が大

きな課題です。過去に国内でも、マラリア、デ

ング熱、コレラの発生がありました。本県の対

策の現状をお伺いいたします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 本県におきま

しては、エボラ出血熱など、国内での発生がな

い感染症が県内で発生した場合に備えまして、

保健所や感染症指定医療機関などの関係機関

と、患者発生を想定した搬送等の訓練を行って

いるところであります。なお、万が一、県内で

発生した際には、関係機関と十分な連携をとり

ながら、医療の確保、感染拡大防止について、

迅速かつ適切に対応することとしております。

また、国においては、東京オリンピック・パ

ラリンピック競技大会に向けて、感染症の発生
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を早期に探知し、迅速に対応するため、自治体

間の情報ネットワークを構築するなど、危機管

理体制の強化を図っているところでございま

す。

今後とも、常在危機の意識を持って、感染症

対策にしっかりと取り組んでまいりたいと考え

ております。

○満行潤一議員 ありがとうございました。

次に、分煙・喫煙対策についてです。

昨年７月に健康増進法の一部を改正する法律

が成立をし、来年４月１日より全面施行されま

す。改正の趣旨は、望まない受動喫煙の防止を

図るために、多数の者が利用する施設等の区分

に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を

禁止するとともに、当該施設等の管理について

講ずるべき措置等について定めることになって

います。県庁舎の受動喫煙対策はどうなってい

るのか、お伺いします。

○総務部長（武田宗仁君） 今回の健康増進法

の改正に伴いまして、行政機関庁舎について

は、本年７月１日から、喫煙場所の区画やその

旨の表示など必要な措置がとられた場所、いわ

ゆる特定屋外喫煙場所以外での喫煙が禁止され

たところであります。

このため、県の本庁舎におきましては、職員

の服務管理上の問題や来庁される県民への配慮

などから、４カ所の特定屋外喫煙場所を設置

し、受動喫煙対策を講じているところでありま

す。

また、各出先機関の庁舎におきましても、そ

れぞれの管理者が法令に定める要件に従い、必

要に応じて、特定屋外喫煙場所を設置している

ところであります。

○満行潤一議員 安心しました。ありがとうご

ざいます。

次に、幼保無償化に関連して質問します。

公立保育所も私立保育園も、保育士の確保が

ままならない状況にあります。10月から、無償

化とはほど遠い幼保無償化が始まり、今後、利

用者増が予想されます。保育園や幼稚園が無料

になるんだったら、子供を預けて仕事に出よう

とか考える保護者もいるだろうと思います。現

状でも各施設は、正社員でも臨時パート職でも

保育士の確保が容易ならない状況です。本県の

保育士確保対策についてお伺いします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 県では、これ

まで保育士確保のために、保育士修学資金等貸

付事業や保育士支援センター設置運営事業等に

取り組んでまいりました。

また、保育士の処遇改善を図るため、一定の

経験を持つ保育士等を対象に、職位や職務内容

に応じ加算される制度の対象となるための要件

を満たすよう、「キャリアアップ研修事業」を

実施しております。

こうした取り組みを通じ、県内の養成施設を

卒業して保育業務に従事した者のうち、約９割

が県内に就職するなど、一定の成果も出ている

ところでございます。ただ、余裕を持った職員

ローテーションや休暇のとりやすい人員配置を

実現するという観点からは、保育人材が十分に

確保できている状況にはないというふうにも認

識しております。

このため、今後とも引き続き、保育士の安定

的な確保と処遇改善に努めてまいりたいと考え

ております。

○満行潤一議員 何よりも、離職を防ぐために

は処遇改善、職場環境の改善が必要だろうと思

います。ぜひ、引き続き県の指導、助言をお願

いしたいと思います。

幼保無償化の制度は複雑過ぎて、私にはよく
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わかりません。幼稚園、保育園、認定こども園

などの利用施設で無償の範囲が違い、無償化の

上限もある。年齢によっても無償化の対象が違

う。そして、そもそも給食費や教材費は保護者

負担。これも低所得者世帯は無料とか、本当に

複雑です。これで「幼保無償化」と、よく言っ

たものだと思います。

保護者の申請方法も違う。施設から、「自分

の施設の範囲なら説明もできるが、認定こども

園の制度はわからない」など、対象世帯や無償

化の範囲など、複雑な制度の説明が難しく、利

用者に対して行政が周知すべきとの意見があり

ます。制度の周知方法について、取り組み状況

をお伺いいたします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 県では、本

年10月からの無償化の導入に向けまして、市町

村説明会の開催や市町村等が実施する施設向け

説明会への職員派遣、県ホームページ等を活用

した広報等を通じまして、制度の周知や説明に

努めているところでございます。

一方、それぞれの利用者に応じた個別の具体

的な説明については、市町村ごとに手続や対象

範囲等が定められておりまして、利用者の世帯

状況や利用施設の種類、運営状況等によって、

対象範囲や自己負担額がさまざまでございます

ことから、利用者にとって最も身近な施設と市

町村とが協力して取り組んでいるところでござ

います。

県としましても、制度の円滑な実施のために

は、住民へのわかりやすい説明が重要だと認識

しておりまして、今後とも市町村や施設と協力

し、引き続き県民への周知に努めてまいりたい

と考えております。

○満行潤一議員 ぜひ、お願いいたします。

都城市では、公立、民間の施設長や有識者で

構成する「保育魅力アッププロジェクト会議」

が、８月から始まったようです。幼稚園、保育

園の職員アンケートを分析し、魅力ある職場、

保育人材確保の強化につなげたり、離職対策・

職場改善、ＩＣＴ事業推進など研究していくよ

うです。

今後とも、保育人材確保に引き続き取り組ん

でいただくよう、切にお願い申し上げます。

次に、商工観光振興策についてお尋ねしま

す。

まず、宮崎カーフェリーへの支援についてで

あります。

昨日も出ましたが、組織改編された新しい会

社が十分な資金が確保できていない状況は、理

解できます。公共交通機関として、本県の物流

の一翼を担う大きな役割を果たす新会社宮崎

カーフェリーの今後の展開は、大いに期待する

ところであります。

県の考える支援策は、新船造船費用や運転資

金等に充てるための融資、貸し付けなのか、補

助金なのか、方向性を確認します。

これまで本県では、県の補助金等を財源とし

た財団法人宮崎コンベンションビューローに設

置された「国際コンベンションリゾートみやざ

き振興基金」から、シーガイアを運営するフェ

ニックスリゾート社に25億円支出した例や、ス

カイネットアジアへ８億円の県費補助金を支出

した事例がありますが、融資、貸し付けとは大

きく性格が違います。知事どうでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 長距離フェリー航路

は、農畜産物等の県産品を大消費地に安定輸送

するとともに、県外からの観光客の誘客に貢献

をするなど、本県産業において、極めて重要な

役割を担っております。

また、ドライバー不足や長時間労働の是正な
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ど、本県の物流を取り巻く課題の面からも、ド

ライバーの負担軽減を図りながら、長距離輸送

を可能とするフェリー航路の重要性は、ますま

す高まっていくものと考えております。

この航路を維持するためには、新船建造が必

要でありますが、運航会社は、運航を開始して

間もないことから、自己資金の蓄積が十分では

なく、また、自力で所要資金の全額を確保する

ことは困難ではないかと考えております。

このような状況から、新船建造を円滑に進め

ていくためには、行政としても、貸し付けによ

る支援を検討する必要性を認識しておりまし

て、今後、運営会社や金融機関と協議をしなが

ら、具体的な支援内容を検討してまいりたいと

考えております。

○満行潤一議員 わかりました。

宮崎駅西口再開発に関連してです。

イオンモール宮崎は、今回の増床によって、

より一層集客が進んでいるように伺います。

過日、鹿児島県議会で開催された３県観光振

興議員連盟役員会に、ＪＲを利用して参加しま

した。平日昼間だというのに、鹿児島中央駅周

辺は、若者を中心に家族連れなどで大にぎわい

でした。アミュプラザ開業で、確実に集客がふ

えた印象を持ちます。鹿児島中央駅周辺の、ひ

とり勝ちの状況にも映りました。アミュプラザ

開業によって、イオンモール宮崎の客の移動も

ある程度予想され、宮崎駅周辺への集客はふえ

ると思いますが、橘通りなど、中心部まで流れ

るか疑問です。市内中心部への回遊策について

お伺いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 宮崎駅西

口の再整備によりまして、新たな人の流れが生

じることが見込まれますことから、橘通りなど

の市内中心部まで、人の流れを回遊させること

が重要であると考えております。

このため、地元宮崎市では、駅と市内中心部

をつなぐ新たな移動手段として、環境への負荷

が少ない小型電気自動車「グリーンスローモビ

リティ」の活用に向けた準備が進められるな

ど、回遊性を向上させるための検討がなされて

おります。

県といたしましては、地域商業再生支援事業

により、このような「グリーンスローモビリ

ティ」の取り組みを支援するとともに、あわせ

て、まちづくりを担う商店街のリーダー育成

や、にぎわい創出などの取り組みを支援するこ

とで、宮崎駅西口整備に伴う買い物客の増加や

新たな人の流れといった効果を、市内中心部の

商業エリアにまで広く波及させることができる

よう、宮崎市や地元商店街等とも十分連携を

図ってまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 県立公園のあり方についてお

伺いいたします。

母智丘関之尾県立自然公園は、1958年９月１

日に県立公園として指定をされました。61歳に

なります。面積は5.6平方キロメートルと、県内

の県立公園では一番狭い公園です。

同自然公園は、都城市が管理し、都城市観光

協会を指定管理者として選定しています。都城

市は、今年度からリニューアルに向けた新たな

計画を策定中だと聞いています。

このことに関し都城市の担当は、「県の担当

課にお世話になっている」と言っておられまし

た。今後とも公園の利用者がふえ、喜んでもら

えるよう、施設運営に当たっていただきたいと

思います。県立公園における県の役割について

お尋ねいたします。

○環境森林部長（佐野詔藏君） 県立自然公園

は、県が県立自然公園条例に基づきまして、す
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ぐれた自然の風景地の保護や利用の増進を図る

ことを目的として、母智丘関之尾県立自然公園

など６公園、約４万7,000ヘクタールを指定して

おりまして、年間約170万人の利用があります。

県では、これらの公園の保護や、利用のため

の規制及び事業に関する公園計画を、関係市町

村などの意見を聞いて定めております。この計

画に基づいて、公園内における許認可や市町村

が実施します施設整備への支援、ＰＲなどに取

り組んでいるところであります。

議員の御質問にありました、都城市のように

市町村が施設整備事業等を検討される場合に

は、公園計画との調整を図りながら、事業等が

円滑に進むよう、必要な助言を行うことといた

しております。

今後とも、豊かな自然環境を守りながら、自

然公園が県民の皆さんに親しまれ利用していた

だけるよう、努めてまいります。

○満行潤一議員 県内ＭＩＣＥの実績と今後の

課題についてお尋ねします。

昨年度の実績は過去最高の229件。延べ参加者

数も22万人を超え、過去５年間では最高の数字

ではなかっただろうかと思います。「みやざき

ＭＩＣＥ推進協議会」の活動が実を結んでいる

のだと思います。今後の課題は、開催場所（会

場）の県内分散化の推進ではないかと思いま

す。見解をお伺いします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 議員御指

摘のとおり、平成30年度の本県で開催されたＭ

ＩＣＥの件数は、今おっしゃったとおり229件、

延べ参加者数22万4,725人ということで、過去５

年間において最高の数字となりました。

このうち、受け入れ会場や宿泊施設等の制約

により、宮崎市での開催が約95％となっており

ます。

そのため県では、会議や大会終了後の観光・

視察として県内各地へのコースを提案するな

ど、ＭＩＣＥ開催の効果を広く波及させるため

の取り組みを行っており、平成30年度に宮崎市

で開催されましたエルレック―言語資源と評

価に関する国際会議でありますが―につきま

しては、高千穂や鵜戸神宮などへのツアーが実

施されたところであります。

今後とも、市町村や関係団体とも連携しなが

ら、県内各地でのＭＩＣＥの開催に向け、積極

的に情報発信を行うとともに、開催効果を広く

波及させる取り組みを進めてまいりたいと考え

ております。

○満行潤一議員 ぜひ、県内各地に広がるよう

お願いをしたいと思います。

次に、行政窓口の多言語対応についてお尋ね

します。

県内に居住する外国人もふえ、またインバウ

ンドの観光客も多く見られるようになりまし

た。来年の東京オリ・パラ開催では、多くの外

国人の来県を期待するものです。

宮崎日日新聞でも紹介されていましたが、都

城市立図書館が携帯型ＡＩ通訳機を導入してい

ます。手のひらサイズで世界74の言語に対応し

ており、機器に向かってしゃべれば、３秒ほど

で通訳をしてくれます。メーカー希望価格が２

万4,880円からとなっています。ＩＴの発達で、

多言語対応も低コストで可能になってきていま

す。

さて、東京や大阪など大都市では110番、119

番通報の多言語対応が進んでいると報道されて

います。警視庁では、110番通報が円滑にやりと

りができるよう通訳センターを設置し、また警

察官が所持する携帯端末に翻訳アプリを導入す

るなど、多言語対応が強化されています。本県
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の行政窓口、具体的には消防、警察の多言語対

応状況をそれぞれお伺いいたします。

○危機管理統括監（藪田 亨君） 生命や健康

に直結する場面が多い消防の現場におきまして

は、外国人からの通報や要請に対しまして、迅

速かつ的確に対応するため、多言語対応を充実

させることが大変重要であると考えておりま

す。

このため、県内各消防本部におきましては、

電話通訳センターを介した三者間同時通訳によ

る119番通報受理を初め、多言語を音声で翻訳で

きる端末や、症状をイラストと外国語で表示

し、指さしでコミュニケーションを図る「指さ

しシート」を救急車へ導入するなどして、多言

語に対応しているところでございます。

○警察本部長（阿部文彦君） 県警察では、訪

日外国人等の急増への対応につきまして、１．

外国人とのコミュニケーションの円滑化、２．

制度・手続等のわかりやすさの確保、３．基盤

の整備の３つを柱に施策を推進しているところ

であります。

110番通報や窓口業務における多言語対応につ

きましては、外国人からの110番通報では、必要

に応じて、民間の多言語コールセンターを利用

した三者間通話を実施、外国人観光客の多い繁

華街、観光地を管轄する交番には、翻訳用タブ

レットを配備、窓口での取り扱いが多い遺失

物、拾得物関係では、書類作成のための英文説

明書の作成などの施策を実施しているところで

あります。

さらに今後、翻訳アプリが導入された端末を

地域警察官に配備するなど、外国人とのコミュ

ニケーションの円滑化を図るための各施策を推

進してまいります。

○満行潤一議員 次に、自転車保険加入義務づ

けについてです。

自転車事故による高額賠償の事例が見られる

中で、被害者を守るとともに、加害者の経済的

負担を減らす目的から、平成30年以降、任意加

入だった自転車保険の加入を義務づける自治体

がふえています。国が都道府県に対し自転車保

険加入の義務づけを要請していることが影響し

ていると思います。自治体によっては、住民ば

かりでなく、その地域で自転車に乗る全ての人

に、自転車保険の加入を義務づけているところ

もあります。

自転車利用者に対して自転車損害賠償保険等

の加入を義務づけているのは、現在10府県６政

令市。保険等の加入を努力義務としているの

は、13都道県４政令市です。ですが、近々、東

京都が努力義務から義務化に条例変更の予定と

伺っています。

本県では、高校生の自転車保険は、ＰＴＡ連

合会の取り組み等によって100％に近いと伺って

いますが、本県の自転車保険加入義務づけにつ

いて、どう考えているか伺います。

○総合政策部長（渡邊浩司君） 県内における

自転車乗車中の事故は、平成30年に、人身事故

の約１割程度に当たります785件発生し、中には

重大事故に至るケースもありまして、被害者へ

の補償と、加害者側の経済的破綻を回避する観

点から、自転車損害賠償保険への加入は大変重

要であると認識しております。

県といたしましては、先日策定されました

「宮崎県自転車活用推進計画」に基づき、自転

車損害賠償保険への加入促進を図りますため、

各県の状況や、本県における自転車関連事故の

状況等を踏まえながら、条例制定を含め、自転

車の安全で適正な利用促進について、検討を

行ってまいりたいと考えております。
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○満行潤一議員 早急な条例の制定が本当に必

要かと思っていますので、早急に対応をよろし

くお願い申し上げたいと思います。

次に、警察署の建てかえについてでありま

す。

毎年１回、都城警察署の建てかえについて、

本部長にお尋ねをしてまいりました。本部長は

都城署に行かれたでしょうか。まだ着任間もな

いので、行かれていないのかもしれません。ぜ

ひ、近いうちに視察をいただきたいと思いま

す。

都城署は1957年新築で、日本一古い警察署と

して有名になりつつあります。その後、増築を

重ねて今日に至っています。延べ床面積3,237平

米、そのうち35％が昭和32年３月新築部分と

なっており、本当に駐車スペースも狭いわけで

あります。

延岡警察署は、2006年３月に新築され、延べ

床面積は5,300平米。延岡よりもずっと広い、そ

して多くの管轄人口を持つ都城署の改築は、本

当に急がれると思います。

耐震性能はあるというものの、治安拠点、防

災拠点として大きな課題だと認識しています。

勤務者はもとより、来庁者の利便性確保が重要

です。建てかえスケジュールはどうなっている

のか、お伺いいたします。

○警察本部長（阿部文彦君） 警察署の整備に

つきましては、厳しい財政状況ではあります

が、治安基盤及び防災活動の拠点としての機能

を十分に発揮できる施設を整備するという観点

から、著しく老朽化が進んでいる警察署や、機

能に支障がある警察署を最優先に整備していく

方針であります。

お尋ねの都城警察署につきましては、築後62

年が経過し、老朽化が進んでおりますが、これ

までにも耐震補強をするとともに、数度にわた

り狭隘な施設及び勤務環境の改善等を図り、警

察署としての機能に支障がないよう、必要な措

置に努めている現状であります。

なお、老朽化が進む警察施設等につきまして

は、宮崎県公共施設等総合管理計画に基づきま

して、個別施設計画を策定することとしており

ますので、その中で、警察施設の方向性を示し

てまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 ほかの市と比べて、都城署の

能力の発揮というのが制限をされている。この

庁舎が古いばかりに、いろんなサービスとか、

うまくいっていない部分は多々あるだろうと思

います。ぜひ、お願いを申し上げます。

宮崎牛、県産牛肉の今後の海外展開について

伺います。

ＥＵの基準に合わせ、施設の再整備を行った

ミヤチク都農工場の新食肉工場から、ＥＵ輸出

が８月29日に開始されました。隣、鹿児島県の

ナンチクは９月２日開始をされ、隣県と同時に

開始できたことは、本当にすばらしいことで

す。

ＥＵは牛肉の管理の衛生基準がアメリカより

厳しく、ＥＵへの輸出認定取得は大変だっただ

ろうと思います。食肉検査所職員の努力によっ

てこぎつけられたものと聞いています。

ことし２月に、日本とＥＵのＥＰＡが発効

し、牛肉の輸出への関税が撤廃されたこともあ

り、今後の県外展開について大いに期待してい

ます。現状と今後の見通しについてお尋ねいた

します。

○農政水産部長（坊薗正恒君） 県産牛肉の海

外展開につきましては、人口減少により国内市

場が縮小する中、攻めの対策として大変重要で

あると認識をいたしております。
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これまで、知事のトップセールスや関係者と

一体となった営業、相手国の食文化等に応じた

プロモーションなどによりまして、平成30年度

の輸出量は、米国、香港、台湾など17の国と地

域に対し、470トンと過去最高となったところで

あります。

このような中、議員御指摘のとおり、本年８

月に株式会社ミヤチクの新都農工場が、ＥＵへ

輸出可能な施設として認定され、新たな市場に

挑戦できる環境が整ったことは、今後の輸出拡

大へ大きく寄与するのではないかと考えており

ます。

引き続き、県内の生産基盤強化に取り組みな

がら、ＥＵなど新しい輸出先における販売戦略

を構築するとともに、相手国の情勢に精通した

パートナー企業との連携を強化し、さらなる輸

出の拡大に向け、関係者一体となってしっかり

取り組んでまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 教育問題に移らせていただき

ます。

まず、五ヶ瀬中等教育学校の男女合格者数の

固定問題です。

昨年11月議会で、五ヶ瀬中等教育学校の男女

合格者数固定について、教育の機会均等の確保

の観点からも見直すべきだと指摘をしました。

当時の四本教育長の答弁は、「男女比が施設

の制約で固定化されているという現状について

課題があると考えているので、今後、その対応

について議論してまいりたい」でありました。

その結論が、今回の一般会計補正予算、男女20

・20固定のための施設改修関連予算の提案で

す。教育の機会均等の確保にはほど遠い結論だ

と思います。結論に至った経緯を教えてくださ

い。

○教育長（日隈俊郎君） 募集人員の見直しに

つきましては、これまで計３回の検討会を行い

まして、宮崎県小学校長会長、県ＰＴＡ連合会

副会長、また、五ヶ瀬中等教育学校の学校評議

員など、外部の方からの御意見を伺いながら、

慎重に検討を進めてまいりました。

五ヶ瀬中等教育学校は山間地域にあり、都市

部とは異なる大自然を生かした教育環境の中

で、学校教育と寮教育とを両輪とした指導を

行っております。１学年40名という限られた数

の生徒たちが、６年間の長期にわたり、狭い生

活圏の中で、学力だけではなく、男女が互いに

切磋琢磨しながら、幅広い社会性や総合的な人

間力を培う教育環境の確保のため、男女の数を

同数とした上で、五ヶ瀬中等教育学校らしい特

色ある教育を行うことが重要であるという考え

から、今回の結論に至ったところであります。

なお、全寮制の中高一貫校、公立関係で見て

みますと、ことし広島県で、瀬戸内海の大崎上

島という離れ島に、広島県立広島叡智学園とい

う全寮制の中高一貫校が開設されておるんです

けれども、この学校も中学１年、男女20名ず

つ40名での入学試験を行い発足したと聞いてお

ります。広島県の検討状況も、本県と同じ考え

であろうと考えております。以上であります。

○満行潤一議員 広島も残念な結果だなと思い

ます。せめて25名・25名とか、整備すれば、年

によっては男子が多い、年によっては女性が多

い。それが普通だと思うんですよね。男性20名

をとる、女性を20名とる。そうしたらどうして

も、同じ選考方法でいけば、本来合格したはず

の子供が落ちてしまう。その解決には何ともな

らないと思いますので、ぜひ、今後とも注目し

ていきたいと思っております。

次に、高等支援学校の設置についてです。

現在、本県では全ての支援学校に高等部が設
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置されています。課題の一つが、高等部卒業後

の進路だと思います。現状の高等部の教育課程

では、本人や保護者の要望に十分に応え切れて

いないとの声があります。

他県では、軽度知的障がいを持つ生徒を対象

とした「高等支援学校」を設置して、就労につ

ながる専門的教育や生活自立に関する訓練など

を行っています。

九州では未設置は、実質、宮崎のみとなりま

す。低賃金労働力供給元とやゆされる支援学校

からの脱却が急がれます。高等支援学校の設置

について、教育委員会の見解をお聞きします。

○教育長（日隈俊郎君） 高等特別支援学校と

は、知的障がいの程度が比較的軽度な生徒を対

象として、就労を目指した職業教育を行う高等

部のみの特別支援学校であります。

本県におきましても、軽度の知的障がいがあ

る生徒に対する就労に向けた教育内容や、支援

体制の充実が必要であると考えております。

そこで、今年度からの新規事業において、指

定校による職業コースについての研究や、企業

と連携した作業内容の共同開発などに取り組ん

でいるところでありまして、その成果を見きわ

めながら、高等特別支援学校を含めた今後の高

等部教育のあり方について、検討してまいりた

いと考えております。

○満行潤一議員 次に、高校中退者のフォロー

です。

高校中退の学歴でどこに行くのか。なかなか

就職先はないと思います。高校中退者がその

後、地域社会で生活していく、学び直していく

ことを支援する施策が必要と思います。追跡調

査などの実態把握と、その後の支援についてお

伺いいたします。

○教育長（日隈俊郎君） 高校の中途退学につ

いては、生徒指導上の重要課題であるため、生

徒、保護者から退学についての申し出があった

場合、各学校で教育相談を実施するとともに、

その結果や退学後の生徒の状況について、学校

から報告することとしておりまして、県教育委

員会としても、中途退学者の情報共有に努めて

いるところであります。

また、各学校では、退学後の進路が決まって

いない生徒に対して、編入学試験の情報や、み

やざき若者サポートステーション等の情報を提

供し、その後の進路決定につながるよう、支援

を行っております。

県教育委員会といたしましては、今後とも、

高校生の中途退学後の進路について、学校が生

徒や保護者に寄り添いながら、一人一人に応じ

た適切な支援が行えるよう、指導・助言に努め

てまいります。

○満行潤一議員 次に、中卒者の対応です。

県立高校の定数内不合格の現状があります。

中卒後、進学も就職もできなかった子供たちは

どこに行くのか。経済的な要因、家庭内不和な

ど、家庭内の問題が尾を引くケースも多いだろ

うとは思います。しっかり支援を行い税金を払

う側になってもらうのか、税金をもらう側に立

つのか。社会的に大きな損失につながりかねま

せん。中卒者への支援の状況をお伺いいたしま

す。

○教育長（日隈俊郎君） 本県中学校の卒業生

については、その大部分は進学や就職先を決定

している状況にありますが、お話にありました

ように、進路が定まらず卒業した生徒につきま

しては、その状況に応じて、中学校の学級担任

等が家庭訪問を行い相談に応じるなど、一人一

人に対して継続的な進路指導を行っているとこ

ろであります。
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また、生徒の社会的な自立を促すためには、

関係機関との連携も重要でありますことから、

個別の相談に応じたり、児童相談所やハロー

ワークなどと協力したりしながら、一人一人の

状況に応じた支援に取り組んでいるところであ

ります。

○満行潤一議員 会計年度任用職員制度とＰＴ

Ａ雇用職員についてであります。

県立学校は、３人から４人ぐらいＰＴＡ雇用

職員がいると思います。そろそろ、学校とＰＴ

Ａ、ＰＴＡ雇用職員の関係を精査する時期にあ

るのではないかとの問題提起です。

ＰＴＡ雇用職員の職務の多くが、校務に関す

る事務が多いのではないか。形式上ＰＴＡ会長

が雇用主ですが、指揮命令は教頭なり事務長に

なっているのではないのか。個人の成績や家庭

の経済状況、家庭環境など機密事項を扱うの

に、非公務員だと、「職務上知った秘密を守る

べきこと」や、「個人情報を開示しない」と

いった守秘義務が課せられない。ＰＴＡ雇用職

員の職務を見直し、会計年度任用職員への任用

がえも必要ではないかと考えますが、教育長の

見解をお伺いします。

○教育長（日隈俊郎君） ＰＴＡ雇用職員は、

各学校のＰＴＡとの雇用契約において任用され

ている職員でありますが、その業務内容につい

ては、保護者から徴収した部活動派遣費や課外

費などの会計業務、また売店業務などのＰＴＡ

が主体となって運営する業務が主な業務となっ

ております。

そのため、これらの業務を地方公務員法の適

用を受ける会計年度任用職員が行うことは想定

しておりませんが、議員の御指摘も踏まえ、Ｐ

ＴＡ雇用職員の職務内容について、学校、ＰＴ

Ａと意見交換を行いながら、それぞれの学校の

実態に応じた職務のあり方について整理し、改

善に努めてまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 県立学校だけでも100人近いＰ

ＴＡ雇用職員がおられると思います。この実

態、今、働き方改革、ずっと今のところ進めら

れていますが、労基法上も課題が山積している

と思います。ぜひ、見直しをお願いしたいと

思っています。

次に、学校給食費等の徴収に関する公会計化

についてです。

平成31年１月の中央教育審議会答申におい

て、学校給食費や教材費、修学旅行費等の学校

徴収金については、未納金の督促等を含めた徴

収・管理について、基本的には学校・教師の本

来的な業務ではなく、学校以外が担うべき業務

であり、地方公共団体が担っていくべきである

とされました。

特に、学校給食費については、公会計化及び

地方公共団体による徴収を基本とすべきだとさ

れた答申を受けて、文部科学省において、地方

公共団体における学校給食費の公会計化を促進

し、保護者からの学校給食費の徴収・管理業務

を地方公共団体がみずからの業務として行うこ

とにより、公立学校における学校給食費の徴収

・管理に係る教員の業務負担を軽減することな

どを目的として、「学校給食費徴収・管理に関

するガイドライン」を作成し、その取り組みの

推進について通知が出されています。本県の取

り組み状況についてお伺いいたします。

○教育長（日隈俊郎君） 学校徴収金の徴収・

管理につきましては、本県においては、ことし

３月に策定しました「学校における働き方改革

推進プラン」に基づき、教育委員会や学校、家

庭が連携を図りながら、県内で一斉に取り組む

内容として位置づけ、銀行振り込みや口座引き
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落としによる徴収を基本として、教員以外の者

が担当することとしております。

こういった取り組みは、教員の業務負担の軽

減や保護者の利便性を図る上で有効であると考

えておりますので、県教育委員会といたしまし

ては、県内の先進事例などを積極的に周知する

など、市町村教育委員会と連携を図りながら推

進してまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 次に、議案12号、きりしま支

援学校小林校の本校化に関連して質問します。

2005年に、きりしま支援学校の分校として、

小学部、中学部が設置され、2011年に高等部設

置がありました。小林校設置の運動に携わった

一人として、本校化には感慨深いものがありま

す。

設置以来、西諸県地域唯一の特別支援学校と

して、地域のニーズに応じた特別支援教育を

担ってきました。小学部は小林市立東方小学校

内、中学部は東方中学校内校、高等部は小林高

等学校内に設置されている、大変ユニークな設

置形態をしている特別支援学校です。それぞれ

の併設校の子供たちと日常的に交流が行われ、

お互いに多くのことを学び、豊かな人間性を深

めることにつながっていると思います。県内外

に広がってほしい事例であります。

本校化することによる効果、メリットについ

てお伺いいたします。

○教育長（日隈俊郎君） 都城きりしま支援学

校小林校につきましては、小林市立東方小学校

に小学部、同じく東方中学校に中学部、そして

県立小林高等学校に高等部を配置する構成によ

り、来年４月に、小林こすもす支援学校として

開校する予定であります。

本校化に当たりまして、校長及び事務長を新

たに配置する予定としておりますことから、児

童生徒への緊急時の対応や教育環境の計画的な

整備など、より迅速できめ細かな対応が可能に

なるものと考えております

また、それぞれの学部が、小学校・中学校・

高等学校と同じ学び舎で、それぞれ日常的に自

然な交流を行っており、障がいのあるなしにか

かわらず、同じ地域で学ぶ仲間としての意識が

育まれています。

本校化後も引き続き、この特色ある教育が一

層推進され、さらに発展することが期待できる

ものと考えております。

○満行潤一議員 この小林校方式というのは、

本当に全国に誇るすばらしいやり方だと思って

います。学校としては、キャンパスが３つも分

散し、管理が大変なのかもしれませんが、本校

化によって、本来の目的が達成されることを切

に希望します。

最後の質問になります。Ｕターンを希望する

卒業生のフォローアップについてです。

高校を卒業して数年後に、Ｕターンしたいと

高校を訪ねてくる卒業生がいます。担任だった

先生や部活動の顧問などが在籍していれば相談

もできますが、窓口がないばかりにＵターン希

望者を失いかねません。私立高校や都城高専な

ど、担当の教職員を配置している学校がありま

す。県立学校に、窓口となるスタッフを配置し

てはどうか、会社経営者から提案があったとこ

ろです。いかがでしょうか、教育長。

○教育長（日隈俊郎君） 現在、県外に就職し

ている卒業生から、Ｕターンについての問い合

わせや相談が卒業した学校にあった場合は、そ

の生徒とかかわりの深かった教員や進路指導部

が中心となり、個別に対応をしております。

また、在校生に対しても、卒業までに、関係

部局が運営する「宮崎ひなた暮らしＵＩＪター
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ンセンター」や「ふるさと宮崎人材バンク」な

ど、Ｕターンする際の連絡先についての周知を

行っているところであります。

今後は、卒業生からの問い合わせなどに対す

る学校の窓口を一本化し、専門の相談機関に円

滑かつ迅速につなげられるよう、関係部局と連

携し、相談体制の充実に向けた検討を行ってま

いりたいと考えております。

○満行潤一議員 予定していました55問の質問

も全て終わりました。執行部の皆さん、ありが

とうございました。引き続き、常任委員会で議

論を深めたいと思います。ありがとうございま

した。（拍手）

○丸山裕次郎議長 以上で午前の質問を終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時44分休憩

午後１時０分開議

○丸山裕次郎議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、公明党宮崎県議団、重松幸次郎議員。

○重松幸次郎議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮

崎県議団の重松幸次郎です。通告に従い順次質

問を行いますので、知事を初め関係部長、教育

長、警察本部長の明快な御答弁をお願いいたし

ます。

質問に入ります前に、先月30日の九州北部豪

雨に続き、今月９日には台風15号が関東地方を

襲い、とうとい人命が失われ、家屋の倒壊や床

上浸水、また大規模な停電が今なお続くなど、

甚大な被害をもたらしました。お亡くなりにな

られた方々の御冥福をお祈り申し上げますとと

もに、被災された皆様へ心からお見舞いを申し

上げます。

それでは、質問に入らせていただきます。

初めに、南米・北米訪問における知事のトッ

プセールスについてであります。

本県と在外宮崎県人会とのきずなをより深め

るため、日本時間の先月８月25日、ブラジル宮

崎県人会が主催する県人会創立70周年式典に、

知事や山下副議長を初め訪問団31名が参加し、

その節目をお祝いされ、一層の交流親善を深め

られたとお伺いしました。

ブラジルへの移民は、1914年（大正３年）で

すから100年以上前に始まり、戦前戦後、延

べ3,978人が移住され、ブラジル県人会は現

在300名ほどいらっしゃるとお聞きしています。

加えて、創立55周年を迎えるアルゼンチン宮

崎県人会との交流会への参加、及びアメリカで

の宮崎牛、焼酎、キャビア関係企業を訪問し、

トップセールスが行われたようでありますが、

改めまして、ブラジル宮崎県人会創立70周年記

念式典への出席等に伴う、南米・北米訪問の内

容と成果について、知事にお伺いいたします。

以上を壇上の質問とし、以下は質問者席から

行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

去る８月23日から９月１日にかけて、在外県

人会とのきずなを深めるとともに、県産品のプ

ロモーションを行うため、ブラジル・アルゼン

チン・アメリカを訪問してまいりました。県議

会からは、議会を代表して山下副議長に御参加

をいただいたところであります。

ブラジルでは、県人会創立70周年記念式典な

どに参加したほか、アルゼンチンとアメリカで

も県人会の方々と交流を行い、皆様の結束力の

強さ、また、ふるさと宮崎への熱い思いに触れ

ますとともに、今後の交流促進に向けまして、
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本県とのきずなをより強固にできたものと考え

ております。

また、ブラジルでは、本県の魅力を発信する

イベント、これはジャパン・ハウスという外務

省の施設におきまして行いました。これは、以

前、県警本部長を務めておられました野口さん

が、サンパウロの総領事を務めておられて、そ

の縁もいただきながら実施したものであります

が、特に、宮崎牛の品質に高い評価を得るとと

もに、今後の輸出に大きなチャンスを感じたと

ころであります。

ブラジルは、知事として、また個人的にも初

めて訪問したところでありますが、２億人を超

える人口を擁し、豊かな資源を擁した広大な国

土を持つ、世界最大の農産物の輸出国と伺って

おりますが、未来の大国であるということを改

めて感じたところであります。

また、日系人の活躍により大変親日的な国で

もあるところでありまして、地球の裏側、大変

遠いところにある場所でありますが、もっと

もっと心の距離を縮めていきたい、そのような

思いをしたところであります。

また、アメリカでは、パートナー企業等を訪

問しまして、宮崎牛やキャビア等の今後の取引

の拡大を要請するとともに、アカデミー賞アフ

ターパーティーの公式シェフと言われておりま

すウルフギャング・パックさんに、初めて直接

お会いすることができ、これまでの宮崎牛、焼

酎の採用のお礼を申し上げるとともに、引き続

き採用していただきたいということを、お願い

したところであります。

今後とも、私自身のこうしたトップセールス

も含め、海外との交流促進や販路拡大に努めて

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。

今回の南米・北米へは、５泊10日の訪問とお

聞きしました。それだけ機内泊が多いわけであ

りまして、本当にお疲れさまでございます。

ちなみに県のホームページによりますと、海

外の宮崎県人会は、平成31年１月現在、南米に

３カ所、北米に６カ所、アジアに８カ所、ヨー

ロッパに１カ所、計18県人会があるそうです

が、私も海外経済対策特別委員会で中国を訪問

した際、上海在住の県人会の皆さんと交流した

ことを思い出しました。執行部の皆さんには、

機会あるごとに国際交流親善を深めていただき

たいと思います。

一方で、日本と韓国との間で輸出管理問題や

安全保障協定などで国交関係が後退し、かつて

ないほど日韓外交が難局を迎えています。

本県においても、宮崎とソウルを結ぶイース

ター航空が、今月から運休を決定し、本県を訪

れる外国人宿泊客の４割を占め、平成30年に

は13万5,000人を超えた韓国からの観光客にも影

響が出ると思われます。

この外交問題は、政府間で責任を持って解決

すべきことではありますが、観光、スポーツ、

芸術文化の民間交流においては、互いの情報交

換やプロモーション事業を絶やすことなく、県

と関係団体が連携して進めていただきたいと要

望します。

その上で、欧米豪や国内からの誘客をさらに

拡大することが求められます。本県では現在、

ＩＳＡワールドサーフィンゲームスが開催され

ておりますが、これからもラグビーワールド

カップ、11月のゴルフマンス、来春のスポーツ

キャンプ、そしてオリンピック・パラリンピッ

クなどスポーツイベント、文化行事もめじろ押

しです。
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そこで、ゴールデン・スポーツイヤーズや国

文祭・芸文祭という絶好の機会に、県はどのよ

うに観光客誘致に取り組むのか、知事の意気込

みをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 県では、ゴールデン・

スポーツイヤーズを契機としまして、本県がこ

れまで築いてまいりましたスポーツランドみや

ざきの取り組みを、さらに一段と進化させよう

ということで、国内外代表チームのキャンプの

受け入れや、国際スポーツイベントの開催に取

り組んでまいりました。

こうした中、今まさに、ＩＳＡワールドサー

フィンゲームスが開催され、また、ラグビーイ

ングランド代表チームが事前キャンプに来県し

ているわけでありまして、こうした動きがメ

ディアを通じて紹介され、宮崎が世界に向けて

発信されて、大きなチャンスを迎えているとい

うふうに考えております。

さらに来年は、東京オリンピック・パラリン

ピック、そして、本県では国文祭・芸文祭が開

催されます。きょうでちょうど、国文祭まで400

日という日になりました。これらのチャンスを

生かして、さらなる観光客誘致につなげていく

ため、日向神話や神楽、山の幸・海の幸が生み

出す豊かな食などの宮崎が誇る文化を、観光資

源として磨き上げ、国内外に向けて戦略的かつ

効果的に発信をしていきたいと考えております

し、来県いただきました観光客の満足度を高め

るための受け入れ環境を整備していくことで、

世界から選ばれる「観光みやざき」の実現に取

り組んでまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 さらなる観光客の誘客をよ

ろしくお願いいたします。

次に、観光地の施設整備についてお尋ねいた

します。

県では海外へのプロモーション事業で、来県

する外国人へ、これまでもフリーＷｉ－Ｆｉ、

観光標識の多言語化に取り組んでおられます

が、今後さらに、外国人や障がいのある方にも

快適に滞在や移動ができるアクセシビリティー

を進めることが求められます。

今回、特に私が注目しているのが、観光地の

トイレ整備であります。いきなりトイレの話で

恐縮でありますけれども、「快適なトイレで街

の魅力アップ」という我が党の機関紙の記事を

読んでの質問です。

「薄暗い」「和式便器のまま」といった公共

トイレが多い中、安心で快適なトイレ整備をま

ちづくりの柱の一つに据え、観光振興につなげ

る試みです。その記事の中から、３つの事例を

紹介します。

新潟県見附市の道の駅「パティオにいが

た」は、トイレを建物の中心に配置し、魅力

的な空間づくりにこだわっている。子どもや

女性が使いやすいよう、子ども用便器のほ

か、おむつ換えベッド、おしゃれなパウダー

コーナー（化粧コーナー）などの設備も充

実。自然光を取り入れ明るい室内としたほ

か、壁材には「越後杉」を使用し、坪庭が見

える景観づくりにも工夫をこらしている。来

場者は年々増加し、地域の交流人口の拡大に

貢献している。

岡山県高梁市は、市内の公共トイレ135件

を調査。改修の優先順位をつけ「トイレから

のまちづくり計画」を作成し整備を進めてい

る。

例えば備中松山城の麓に位置する城見橋公

園トイレは、和式便器で老朽化していたた

め、洋式化をはじめ、車イスやオストメイト

(人工肛門装着者)に対応した多機能トイレを
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導入。結果、公園を利用する観光客が増加し

た。

さらに高梁市観光協会は、昨年から清掃の

プロを講師に招き、専門的な清掃技術の研修

会を開催。観光協会は「おもてなしの心で、

観光イメージアップにつなげたい」と話す。

このほか長野県では、洋式化やバリアフ

リー対応といった一定の基準を満たした行政

や民間施設のトイレを「信州まごころトイ

レ」として認定。認定されると、認定証が交

付され、県ホームページにも掲載される。観

光地のイメージ向上のため現在97カ所認定し

ている

という内容でありました。

これらの事例から、トイレの整備は観光振興

の観点からも重要であると考えますが、観光地

のトイレ整備に対する県の支援はあるのか、商

工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（井手義哉君） 観光地の

トイレ整備につきましては、国においては、訪

日外国人旅行者が利用しやすい観光地の公衆ト

イレの洋式化等の整備を行う市町村等に対し、

補助を行っております。

県におきましては、今年度から、「訪日外国

人等おもてなし環境緊急整備事業」により、国

庫補助の対象とならないユニバーサルデザイン

化の整備について補助を行っております。具体

的には、公衆トイレの整備に対し、補助率３分

の１以内で１施設上限50万円、車椅子使用者が

使用可能な個室の整備につきましては、上限100

万円を補助することとしております。

こうした取り組みを進めることにより、訪日

外国人や障がいのある方、高齢者など、全ての

方がストレスのない、快適な旅行ができるよう

努めてまいります。

○重松幸次郎議員 わかりました。施設整備、

特に公衆トイレのユニバーサルデザインは、大

事な取り組みであります。

一方で先日、宮崎日日新聞「窓」の欄に、

「観光みやざきに残念なトイレ」という見出し

の投稿が出ておりました。内容は割愛します

が、鋭い御指摘でございました。

高齢者や障がい者の社会参加が進み、外国人

にも安心して使いやすいトイレの需要が高まっ

ています。

「快適なトイレには人が集まる」と位置づけ

て、障がい者にも配慮し、今後とも、事業の継

続と予算を拡充して取り組んでいただきますよ

う、強く要望をいたします。

次のテーマに移ります。先月29日に、情報化

推進対策特別委員会の県北調査で、大分県庁に

おいて、「おおいた革新的技術・データ活用推

進計画」について説明を聞いてまいりました。

大分県では、平成28年に国が公布した「官民

データ活用推進基本法」をもとに推進本部が組

織されて、個別施策では行政分野と民間分野が

同時に位置づけられ、事業が進められているこ

とに注目しました。

早速戻りまして確認したところ、本県でも、

「宮崎県官民データ活用推進計画」が本年３月

にまとめられておりました。そこで、２点お尋

ねいたします。

初めに、「宮崎県官民データ活用推進計画」

について、その概要を総合政策部長にお伺いい

たします。

○総合政策部長（渡邊浩司君） 本年３月に策

定いたしました「宮崎県官民データ活用推進計

画」は、幅広い分野におけるデータの利活用を

促進するとともに、情報環境の整備を進めるた

めの業務指針でありまして、県民生活の質の向
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上や行政事務の効率化などを図ることを目的と

しております。

この計画では、基本方針といたしまして、５

点を掲げております。まず１点目は、県民の利

便性向上を図るための「行政手続・行政事務の

デジタル化へ向けた取組強化」、２点目は、県

が保有するデータを積極的に公開していく

「オープンデータ化の推進」、３点目は、デー

タを簡単に見える化できるシステムの活用など

「官民データの利活用促進」、４点目は、県民

がデジタル化の恩恵をひとしく享受できる取り

組みを推進する「利用機会の格差是正」、そし

て５点目は、セキュリティー対策や人材育成な

どを図る「官民データ利活用促進のための環境

整備」でありまして、この５つの基本方針をも

とに、取り組みを進めているところでありま

す。

○重松幸次郎議員 御答弁いただいた５つの基

本方針をもとに、全庁的かつ市町村や民間とも

連携して、推進体制を構築していただきたいと

思います。

ところで、県や市町村の情報連携による添付

書類の削減は、事務の効率化とサービス向上に

つながり重要です。

ですが、こうした官民データの利活用促進の

ためには、マイナンバーカードの活用が不可欠

となります。しかしながら、７月１日現在、本

県のマイナンバーカード保有率は約18％とお聞

きしています。

このような状況の中で、マイナンバーカード

の普及に向けて、今後、県としてどのように取

り組んでいくのか、同じく総合政策部長にお伺

いいたします。

○総合政策部長（渡邊浩司君） マイナンバー

カードは、行政を効率化し、国民の利便性を高

める社会基盤として、国が平成28年１月から制

度を導入したものでありますが、県といたしま

しても、県民向けの出前講座を開催するなど、

その普及に努めてきたところであります。

こうした中、国は、令和４年度中には、おお

むね全ての医療機関でマイナンバーカードを健

康保険証として利用できる環境を整えるなど、

一層の利活用を進めることとしております。

県といたしましては、今議会に補正予算をお

願いしております「マイナンバーカード普及促

進事業」の活用等によって、県全体を対象とし

た広報や、市町村と連携した普及啓発イベント

を実施するなど、引き続き、マイナンバーカー

ドの普及に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○重松幸次郎議員 国も、マイナンバーカード

の普及拡大に、さらに方針転換して準備を進め

ていくと伺いました。利便性向上のために、

しっかり取り組んでいただきたいと思います。

次は、ＳＤＧｓ推進における市町村との連携

についてであります。

2030年までに、「誰一人取り残さない持続可

能な社会」の実現を目指し、社会の共通目標で

ある国連の「持続可能な開発目標（ＳＤＧ

ｓ）」への取り組みを着実に進めていかなけれ

ばと考えております。

これまでも、我が会派にいました新見元議員

が何度か質問しておりましたが、ＳＤＧｓは、

貧困や飢餓の撲滅、環境保全、平等の実現な

ど17項目の目標から成り、そのもとに、貧困状

態にある全ての年齢の男性、女性、子供の割合

を半減させるといった169の具体的なターゲット

が設定されています。

こうした世界的な流れを日本でも加速させよ

うと、公明党の外交部会とＳＤＧｓ推進委員会
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は、本年６月、政策提言を政府に提出しまし

た。

その中で特に注目したいのが、自治体に積極

的な取り組みを促すための施策の強化でありま

す。ＳＤＧｓは、地方創生の強力な推進力にな

るからです。それぞれの自治体が直面する課題

を解決してこそ、地域社会の持続可能性が高ま

ることは言うまでもありません。

そこで、積極的に取り組む他県の事例を３点

紹介いたします。

神奈川県では、ＳＤＧｓの具体的なメッセー

ジとして発表した「かながわプラごみゼロ宣

言」が浸透し、鎌倉市が既に、プラごみゼロ宣

言を発表しています。それに賛同する企業団体

でも、その取り組みが進められております。

また、北九州市は、民間企業と協定を結び、

ＳＤＧｓの普及啓発を進めつつ、再生可能エネ

ルギーの実用化などの強みを地域振興につなげ

ようとしています。

そして、鹿児島県大崎町は、行政と企業、住

民の３者協働型で、ごみのリサイクル事業を実

施。リサイクル率80％を達成するなど、注目を

集めています。こうした自治体がふえるよう

に、本県でも、市町村や民間との連携協力に取

り組んでいただきたいと考えます。

そこで、ＳＤＧｓ推進のために、本県でもＳ

ＤＧｓの考え方を市町村や民間とも共有すべき

と思いますが、どのように取り組んでいかれる

のかを、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） ＳＤＧｓは、2030年に

向けて国連が目指す社会づくりの普遍的な目標

でありまして、各国が自主的に自国の政策等を

その方向性に整合させるべきものとされており

ます。

これを受けて、我が国におきましては、実施

指針を定めるとともに、現在見直しが進められ

ております次期総合戦略にも、ＳＤＧｓの理念

を踏まえた地方創生の推進が新たな視点として

示されておりますことから、各市町村において

もその趣旨を踏まえた見直しが図られるものと

考えております。

本県では、先般改定いたしました新たな総合

計画において、このＳＤＧｓを施策展開に当

たって踏まえるべき理念として位置づけており

まして、今後、概要版の作成等を通じて、この

計画を広く周知していく中で、市町村や民間企

業、また多くの県民の皆様とも、この理念を共

有しながら、持続可能な社会の実現を図ってま

いりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 総合計画の概要版の作成と

ともに、広く周知されるとのことであります。

どうか、市町村や民間と連携して、地方創生に

つながる取り組みをお願いいたします。

次に、エシカル消費の促進について伺いま

す。

ＳＤＧｓの17の目標のうち、12番目の目標で

あります「つくる責任 つかう責任」は、持続

可能な生産と消費の形態の確保を目的としてい

ます。

最近、エシカル消費という言葉を耳にするよ

うになりましたが、ホームページの解説を引用

いたします。

「地球環境や社会貢献などに配慮した、モノ

やサービスを積極的に消費する行動。自分の欲

求にのみによる消費ではないため、「倫理的

な」という意味の英語の形容詞エシカルをつけ

た言葉で、倫理的消費ともいう」だそうです。

日常生活でも、エシカル消費にはさまざまな

ものがあります。例えば有機野菜を選ぶこと、

形がふぞろいでも味は同じ、わけあり商品の購
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入など、「もったいない」の実践も、エシカル

な消費行動になります。

そのほかマイバッグの持参は環境保護のた

め、また災害用の備蓄品を消費しながら買うと

いった、いわゆるローリングストックも食品ロ

スを出さないという点で、社会に貢献するエシ

カル消費と言えます。

マーケティング用語でまとめてみますと、自

然保護や省資源に役立てようとする「エコ消

費」、健康で持続的な社会を目指す生活スタイ

ル「ロハス」、搾取しないために途上国商品を

適正価格で購入する「フェアトレード」、社会

的弱者の支援につながる「チャリティー消

費」、地域活性化の一助となる「地産地消」な

どであります。

「環境や人権に配慮しない企業の商品を排除

（ボイコット）するという回避行動も、エシカ

ル消費に含まれます」とありました。

本県でもエシカル消費を促進していくため

に、県民に対し、エシカル消費の意義や行動に

ついて広く周知することが重要だと思います

が、県の取り組みを総合政策部長にお伺いいた

します。

○総合政策部長（渡邊浩司君） ＳＤＧｓの開

発目標の一つでありまして、「つくる責任 つ

かう責任」の達成に向けた取り組み、いわゆる

エシカル消費につきましては、近年国が、普及

啓発に力を入れてきております。

本県におきましては、これまで「エシカル消

費」の概念を前面に打ち出した取り組みは行っ

ておりませんけれども、これからの消費者教育

の重要な視点の一つとして捉えているところで

あります。

このようなことから、近く見直しを予定して

おります「宮崎県消費者教育推進計画」に、具

体的な取り組みとして盛り込んだ上で、出前講

座等により、エシカル消費に関する県民の理解

を広め、日常生活への浸透を図る取り組みを進

めてまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 徳島県と消費者庁は、こと

しの12月に「エシカル甲子園2019」を徳島市内

で開催し、全国の高校生がエシカル消費につい

て発表をするとのことです。地方から新時代の

消費者像が生まれることを期待しております。

本県でもエシカル消費の推進をよろしくお願

いいたします。

次は、会計年度任用職員制度について伺いま

す。

現在、県庁内では、常勤・非常勤職員合わせ

て多くの方が勤務されておりますが、その非常

勤職員の方を会計年度任用職員とする規定が整

備されると伺いました。午前中も質問がありま

したけれども、具体的に、来年度から導入され

る会計年度任用職員制度について、制度を導入

する目的を、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（武田宗仁君） 会計年度任用職員

制度につきましては、国における働き方改革の

観点を踏まえ、臨時・非常勤職員制度の適切な

運用を確保することを目的に、その任用や勤務

条件等に係る統一的な取り扱いを定めたものと

して、来年４月から創設される制度でありま

す。

具体的には、守秘義務や信用失墜行為の禁止

などの服務に関する規律が適用されるととも

に、給与面では、期末手当の支給も可能となり

ます。

今議会に、給与及び費用弁償や服務等に係る

条例を提案しているところでありますが、今

後、具体的な勤務条件等に関する規則等の整備

や、個々具体的な職の設定、職員の募集などの
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準備を進め、来年４月からの円滑な制度導入と

適正な運用を図ってまいりたいと考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 わかりました。今回の法改

正により、今まで任用根拠が曖昧であったと指

摘されていた、いわゆる「一般職非常勤職員」

の任用根拠が、「会計年度任用職員」として明

確になるということであります。

また、会計年度任用職員は２類型存在し、常

勤職員同様のフルタイム職員と、短時間勤務の

パートタイム職員であるということでありまし

た。

詳細は、常任委員会で確認することになりま

すが、ここで１点だけ、年金の加入について、

特に本県では現在パートタイム職員のみという

ことでありますけれども、パートタイム会計年

度任用職員は厚生年金保険に加入できるのか

を、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（武田宗仁君） パートタイムの会

計年度任用職員につきましては、それぞれの職

によって勤務時間等が異なりますので、法令に

定める基準を満たす場合には、厚生年金保険に

加入することになります。

具体的には、勤務時間が常勤職員の４分の３

以上の全ての職員が加入することになります。

また、勤務時間が常勤職員の４分の３未満の職

員の場合には、週の所定労働時間が20時間以上

であること、報酬の月額が８万8,000円以上であ

ること、雇用期間が１年以上見込まれること、

学生でないことの４つの要件を全て満たす職員

が加入することになります。

○重松幸次郎議員 年金の加入は、御本人のた

めにも、また今後、年金財政を確保する上でも

重要なことだと思います。

パートタイム職員、フルタイム職員はもちろ

んでありますが、加入できるということを理解

いたしました。来年度からの制度の円滑な導

入、よろしくお願いいたします。

次に、福祉行政について３点お尋ねいたしま

す。

初めに、臓器移植のドナー（提供意思表示

者）の推進です。

臓器移植とは、重い病気や事故などにより臓

器の機能が低下した人に、他人の健康な臓器と

取りかえて機能を回復させる医療であります

が、第三者の善意による臓器の提供がなければ

成り立ちません。

私も毎年、県腎臓病協議会の総会に参加させ

ていただいておりますが、長年透析を受けなが

ら腎臓移植を希望されている方がおられること

を伺っています。

本県では63名の方が腎臓移植を希望されてお

りますが、移植できた方は毎年１人か２人程度

であるとお聞きしました。

県腎臓病協議会や腎臓移植経験者でつくる宮

崎絆の会の皆様が、熱心にフォーラムや交流会

を行っておられますが、臓器提供意思表示者の

増加を図るための県の取り組み状況を、福祉保

健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 臓器提供意思

表示者にふえていただくことについてでござい

ますが、意思表示には、インターネットによる

意思登録、運転免許証等の意思表示欄への記

入、意思表示カードへの記入の３つの方法があ

ります。県では、宮崎県移植推進財団等と連携

して、これらの方法の周知に取り組んでおりま

す。

具体的には、10月の臓器移植普及推進月間に

あわせまして、街頭キャンペーンや県庁本館の

グリーンライトアップ、メディアを活用した広
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報等を行っているほか、若年層向けに、成人式

でのリーフレット配布や看護学校等での出前講

座を実施しております。

また、市町村、保健所、医療機関等での意思

表示カードの配布にも取り組んでいるところで

す。

○重松幸次郎議員 腎臓だけでなく、心臓、肝

臓、膵臓や肺、小腸も臓器移植ができる臓器で

す。日本臓器移植ネットワークによると、全国

で約１万4,000人の希望者に対し、毎年約400人

が移植を受けられているようです。

臓器提供意思表示者がますます増加しますよ

う、よろしくお願いいたします。

次に、成年後見制度の現状等についてお伺い

いたします。

先日、我が党の勉強会において、高齢者施

策、特に介護福祉施設の概要や、認知症対策な

どのお話を聞く機会がありました。申し上げる

までもなく、ますます高齢化が進み、あわせて

高齢になるほど認知症の有病率も高まることは

必然です。そのために、地域で支え合うケアシ

ステムを構築していくことも重要であります。

そこで問題になるのが、認知症、また知的、

精神障害者を含みますけれども、判断能力の不

十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管

理したり、身の回りの世話のために、介護など

のサービスや施設への入所に関する契約を結ん

だり、遺産分割の協議をしたりする必要があっ

ても、自分でこれらのことをするのが難しい場

合があります。

また、自分に不利益な契約であっても、よく

判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法

の被害に遭うおそれもあります。

このような判断能力の不十分な方々を保護

し、支援するのが成年後見制度でありますが、

初めに、本県の成年後見制度の利用状況と課題

について、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 本県の成年後

見制度の利用者につきましては、年々増加して

おりまして、昨年12月末現在で2,414人となって

おります。

課題につきましては、対象者や相談窓口、手

続の流れといった制度についての認知度が低い

ことから、県民の理解を進めるため、一層の普

及啓発が必要だと考えております。

また、近年は、親族が後見人等となる事案が

減少する一方で、弁護士や司法書士、社会福祉

士などの専門職が受任する事案が増加しており

ます。こうした中、受任できる専門職が不在の

市町村があるなど、地域偏在の問題もございま

して、担い手の確保が課題となっております。

○重松幸次郎議員 成年後見人のなり手不足

は、特に山間部が深刻になってきているようで

す。

そこで、認知症・高齢者が増加する中で、成

年後見人の担い手不足に対する県の取り組み状

況について、同じく福祉保健部長にお伺いいた

します。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 成年後見制度

につきましては、利用者もさらにふえることが

予想されております。このため、今後、法人に

よる受任体制の構築も重要だと考えておりま

す。

県では、市町村社会福祉協議会等を新たな後

見の担い手とする、受任体制の整備を促進して

おります。

具体的には、同協議会等において、家庭裁判

所への報告業務等に従事する法人後見専門員と

ともに、一般県民が利用者の見守りや金銭管理

の支援を行う「法人後見支援員」が協働する仕
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組みでございまして、現在８つの自治体の同協

議会において行われております。

県では、今後とも、家庭裁判所などの関係機

関と連携し、成年後見制度の一層の充実に努め

てまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 高齢者、障がいを持つ方々

が安心して生活が送れるように、対策を講じて

いただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。

次に、子供の貧困についてであります。

経済的に厳しい家庭で育つ子供は、十分な栄

養がとれない、進学を断念せざるを得ない、プ

レゼントをもらうなどの普通の体験ができない

などの状況に陥りやすく、健康状態や自己肯定

感、学力などに影響が出やすいとされていま

す。

日本では、子供の７人に１人が貧困状態で、

特にひとり親家庭では貧困率が50％を超える状

況にあると言われています。

このような中、「子どもの貧困対策の推進に

関する法律」が、平成26年１月に施行されてか

ら５年が経過し、本年６月に改正されたところ

であります。

子どもの貧困対策推進法が改正されましたが、

「第２期宮崎県子どもの貧困対策推進計画」に

どのように反映されたのかを、福祉保健部長に

お伺いいたします。

○福祉保健部長（渡辺善敬君） 県では、現

在、６月に改正された「子どもの貧困対策推進

法」等を踏まえまして、御指摘の「第２期宮崎

県子どもの貧困対策推進計画」の策定を進めて

いるところでございます。

改正法におきましては、対策の基本理念など

を充実させたほか、これまで都道府県での努力

義務とされておりました計画の策定が、市町村

においても努力義務とされております。

住民に最も身近な市町村での計画が重要でご

ざいますので、県では、これまであらゆる機会

を通じて、その策定を促してきたところであり

まして、その結果、現在、本県の市町村計画策

定率は38.5％と、全国で３位という状況になっ

ております。

今後も、市町村計画の策定を積極的に働きか

けてまいりますとともに、第２期県計画におき

ましても、これまで進めてきた生活、就労、教

育などの施策を初め、改正法の趣旨を踏まえた

策定をしたいと考えております。

○重松幸次郎議員 対策を検討する内閣府の有

識者会議で座長を務められました宮本みち子放

送大学名誉教授は、次のように語っておられま

す。

「国が子供の貧困問題を公式に認めた意義は

大きい。これによって社会問題として認識され

るようになった。独自に調査で実態を把握し、

学校教育の改革に取り組む先進的な自治体も出

てきた。また、子ども食堂や、学習支援などの

民間主導の取り組みは大きく広がった。とりわ

け、ことしの秋から始まる幼児教育・保育の無

償化は大きな前進だ。なぜかというと、貧困家

庭は社会的に孤立していることが多く、家庭環

境にさまざまな問題を抱えている。しかし、保

育所などに通うことで、少なくとも日中は質の

高い保育を受けることができる。栄養面から見

ても、保育所にいる間はバランスのよい食事が

保障される。また、子供が通うことで親の社会

的関係が広がる可能性が高まる」という見解で

あります。

そこで、幼児教育・保育の無償化に向けての

取り組み状況について、福祉保健部長にお尋ね

いたします。
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○福祉保健部長（渡辺善敬君） 県では、本

年10月からの無償化に向けまして、市町村に対

する説明会を開催するとともに、要請に応じて

市町村や関係団体が実施する施設向け説明会

に、職員を派遣しているところでございます。

また、現在、無償化の制度概要や問い合わせ

窓口の御案内などについて、県ホームページ等

を活用した広報に努めております。今後も、新

聞広告等さまざまな媒体を通じまして、施設を

利用する保護者を含め、広く周知に取り組んで

いくこととしております。

さらに、市町村では、制度の導入に伴う事務

手続やシステム改修等によって、新たに生じる

経費がございます。それに対して補助するな

ど、必要な支援に取り組みながら、市町村と連

携して、制度の円滑な導入に努めてまいりたい

と考えております。

○重松幸次郎議員 地域、社会全体で子供の貧

困対策を進められるよう、対策を講じてくださ

い。

次に、幼児教育の無償化に関連して、高等教

育の新しい修学支援制度についてであります。

来年４月から、大学・専門学校に進学する人

を対象に、「給付型奨学金」の支給拡充と、

「授業料等減免」の制度がスタートしますが、

来年度から国が実施する高等教育の修学支援新

制度の趣旨について、教育長にお伺いいたしま

す。

○教育長（日隈俊郎君） 修学支援新制度は、

経済的理由で大学等への進学を諦めることがな

いよう、意欲のある高校生の学びたい気持ち

を、これまで以上に国が支援することで、家庭

の教育費負担軽減が図られるものであります。

こうした負担軽減により、子供を安心して産

み育てることができる環境の整備を図り、もっ

て、急速な少子化の進展への対処に寄与するこ

とが目的とされているところであります。

具体的には、給付型奨学金の対象世帯及び支

給金額が拡充されております。あわせて、進学

先の授業料や入学料の減免も、新たな支援の内

容となっております。

○重松幸次郎議員 経済的理由で進学を諦めな

い。学びたい気持ちを応援することは、将来の

人材を確保する意味で重要です。

保護者から私のところにも問い合わせがあ

り、概要を説明したところ、進学させることが

できると喜ばれておりました。

教育現場で、生徒や保護者の方にしっかりと

内容を届けてほしいと思いますが、修学支援新

制度に対する県立学校の準備状況について、教

育長にお伺いいたします。

○教育長（日隈俊郎君） 就学支援新制度につ

きましては、その周知を図るため、国から説明

用リーフレットが５月に直接各学校へ配付され

ておりまして、対象学年の生徒に配付したとこ

ろであります。さらに、県立学校におきまして

は、６月に給付型奨学金を希望する生徒に募集

案内等を配付いたしまして、説明会や学年集会

等で、申請手続について周知をいたしました。

現在は、学校が生徒の学習意欲の確認を行った

上で、申請書類等を日本学生支援機構へ提出す

る期間となっております。

また、新たに創設されます授業料等減免制度

につきましては、生徒が合格し、入学した後

に、大学等へ直接申し込むことになっておりま

す。

なお、県教育委員会といたしましては、６

月13日に、文部科学省と日本学生支援機構の担

当者を招きまして、県立学校等の担当者を対象

に、制度の内容や手続についての説明会を開き
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まして、周知に努めたところであります。

○重松幸次郎議員 この制度は、新入学生のみ

ならず、在校生も対象になります。そして、来

年４月からは、公立高校と合わせて私立高校の

授業料も無償化されます。

先ほどの幼児教育、高等教育、そして私立高

校と、３つの無償化が実現いたします。制度を

しっかりお伝えし、全ての人に教育の光が照ら

されるように、周知をお願いいたします。

長年、我が党が推進してきた教育費の無償

化。これらの財源は、10月からの消費税率引き

上げに伴う増収分（約５兆円強）であります

が、そのうち２兆円程度が教育費負担の軽減や

子育て支援、また介護人材の確保など、全世代

型社会保障に充てられることを申し添えておき

ます。

次に、合併処理浄化槽への推進についてお尋

ねいたします。

これまでも何度か取り上げてまいりました

が、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転

換施策についてであります。

このたび、浄化槽法の一部を改正する法律が

公布されました。河川の環境負荷を考えると、

生活排水処理の対策は待ったなしの状況と言わ

れます。

そこで、県内の合併処理浄化槽及び単独処理

浄化槽、それぞれの設置基数並びに浄化槽の法

定検査受検率について、環境森林部長にお伺い

いたします。

○環境森林部長（佐野詔藏君） 本県の平成30

年度末の浄化槽の設置基数は13万9,207基で、内

訳は、合併処理浄化槽が７万5,140基で、全体

の54％であるのに対しまして、単独処理浄化槽

は６万4,067基で、全体の46％となっておりま

す。

この単独処理浄化槽の割合は、平成20年度末

の61.6％と比較しますと、徐々に減少しており

ますが、全体の半数近くを占めております。

次に、年１回、使用状況や維持管理状況、水

質などの適否を確認するために行う法定検査の

受検率でありますが、平成30年度末は54.8％と

なっております。

これは、平成20年度末の13.1％と比較します

と、大きく上昇しておりますが、半数近くの浄

化槽が受検していない状況となっております。

○重松幸次郎議員 まだまだ受検率も低いよう

です。そして、約半数が単独処理浄化槽のよう

です。トイレの汚水のみを浄化する単独処理浄

化槽では、生活雑排水は未処理のまま河川に流

れていきますので、水環境を守るために合併処

理浄化槽の整備が重要です。

そこで、ことし６月に公布された改正浄化槽

法の主な内容について、環境森林部長にお伺い

いたします。

○環境森林部長（佐野詔藏君） 今回改正の主

な内容は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上

を図る観点から、単独処理浄化槽から合併処理

浄化槽への転換の促進及び浄化槽の管理の強化

のために、必要な措置を講じるものとなってお

ります。

具体的には、合併処理浄化槽の転換の促進に

つきましては、老朽化による性能の低下や不十

分な管理等により、環境に重大な支障のおそれ

のある、いわゆる「特定既存単独処理浄化槽」

の管理者に対し、合併処理浄化槽への転換など

の必要な指導、勧告等の権限が、都道府県知事

に付与されます。

また、浄化槽管理の強化につきましては、都

道府県知事に対する台帳整備の義務づけのほ

か、地方公共団体が浄化槽の管理等に関する必
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要な協議を行うための協議会の設置など、関係

者が協力して、法定検査の受検率向上などの適

正管理に向けた取り組みができるようになって

おります。

○重松幸次郎議員 大きく前進したものと理解

します。合併処理浄化槽への転換と合わせて、

浄化槽の機能を保全するためには、法定検査や

保守点検、そして清掃も重要です。

先ほどの御答弁で、法定検査受検率は54.8％

とありました。水環境を守るためには、法定検

査受検率を高める必要があると考えますが、法

定検査受検率向上のための県の取り組みについ

て、再び環境森林部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（佐野詔藏君） 県では、10月

を「浄化槽適正管理推進月間」として独自に設

定し、市町村や関係団体との街頭キャンペーン

などの啓発活動や、エリアを定めての戸別訪問

を行っております。

さらに、未受検者へのはがきによる受検の働

きかけや、浄化槽管理者に義務づけられている

保守点検、清掃、法定検査の手続を一括して行

う効率的な契約の推進につきましても取り組ん

でいるところであります。

県としましては、法定検査の受検率向上は、

水環境を守る上で大変重要な課題であると認識

しておりますので、引き続き、市町村や関係団

体と連携しながら、未受検者への受検の働きか

けを行うとともに、浄化槽管理の強化という今

回の法改正の趣旨を踏まえまして、協議会の設

置など、検討を進めてまいりたいと考えており

ます。

○重松幸次郎議員 今回の法改正を機に、よろ

しくお願いいたします。水環境を守ることは、

繰り返しになりますが、地球全体の環境を守る

ことにつながります。我が党も市議会、町議会

の議員と連携して、合併処理浄化槽整備の重要

性を訴えて取り組んでまいります。

次に、農畜産業の振興についてお尋ねいたし

ます。

高齢化により、農家の減少や後継ぎのいない

農地の相続など、農地の遊休化が懸念される

中、優良農地を担い手へ確実に継承させること

が重要です。

国においては、各地域での「人・農地プラ

ン」の継続的な話し合いや、地域の中心的な担

い手に農地集積・集約化を行う農地中間管理事

業を、平成26年より推進してきました。

昨年度まで５年間取り組んでまいりました

が、連携のさらなる強化を図るため、見直しが

されたと伺いました。

５年間を経過した農地中間管理事業の実績、

また今後の取り組みについて、農政水産部長に

お伺いします。

○農政水産部長（坊薗正恒君） 担い手への農

地の集積・集約化を進めることは、本県農業の

振興を図る上で極めて重要な取り組みであり、

本県における農地中間管理事業の５年間の実績

につきましては、借入面積が累計で5,942ヘク

タールと徐々にふえておりますが、その伸び

は、全国的な傾向と同様に鈍化しているところ

でございます。

このため国は、昨年度、事業の見直しを行

い、今後は「人・農地プラン」の実効性を高め

るため、関係機関が一体となって推進すること

等を示したところでございます。

県といたしましては、この国の見直しを踏ま

え、農業委員会の活動支援や、駐在員の増員等

による地域の話し合いの活性化、担い手同士の

耕作地の交換による集約化の推進、農地基盤整

備と一体となった事業推進等に市町村、関係団
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体と連携して取り組み、担い手の農地の集積・

集約化を一層進めてまいりたいと考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 マンパワーによる財政的支

援が鍵となるということでありました。さまざ

まな現地、また市町村からの要望もあると思い

ます。農地の集約化に向けて、今後ともよろし

くお願いいたします。

農業の高齢化、人手不足を解消するため、機

械化やＩＣＴ・ＩoＴを活用した、スマート農業

の期待が高まっております。

農業の経験がない私が、農作業のつらさを聞

いただけでは、なかなかうまくお伝えしにくい

のでありますが、ではどのような農作業をス

マート化できるのか。

工程順に見ると、除草や整地作業。種まきや

農薬散布。水の管理や、害虫・病気の予防。そ

して収穫作業などであります。

そこで、農作業軽減のためには機械化が必要

と考えますが、本県における農作業の軽減を図

るための「スマート農業」の取り組み状況につ

いて、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（坊薗正恒君） 担い手や雇用

労働力の確保が厳しくなる中、本県農業の生産

力を維持・拡大していくためには、省力化や効

率化が図られる「スマート農業」の取り組み

は、非常に重要であると認識をしております。

このような中、県内では、露地野菜をメーン

とする２つの農業法人が、国の事業を活用しま

して、草刈りロボット、ロボットトラクター、

ドローン等を導入し、耕作や施肥・防除といっ

た農作業の省力化・効率化の実証を開始し、先

般、県立農業大学校におきまして現地説明会を

開催したところでございます。

また、県におきましても、本年度、農作業軽

減のための「スマート農業」の実証事業に取り

組むことといたしております。

今後とも、農業生産現場の実情を踏まえなが

ら、実証の成果をしっかりと検証し、「スマー

ト農業」の取り組みを進めてまいりたいと考え

ております。

○重松幸次郎議員 先日、特別委員会で、県総

合試験場茶業支場を見学させていただきまし

た。無人防除機など画期的な農業機械を導入

し、実証試験されておりました。今後とも、ス

マート農業への取り組みを加速していただきた

いと思います。

次に、水田のあぜ―行政用語では畦畔（け

いはん）と呼ぶようですが―の管理の省力化

における畦畔の緑化の取り組みについて、お尋

ねします。

近年、地被植物（地表を低く覆う植物、芝や

コケ類）を使って、畦畔やのり面に茂らせる

（被覆させる）取り組み、いわゆる畦畔の緑化

が始まっているようであります。

畦畔（あぜ）やため池ののり面の草刈りは、

農家にとって大きな負担です。夏場の暑いさな

かに二度、三度と、また冬場にも草刈りをしな

ければならないとお聞きしました。

水田の本地、つまり田んぼの中の管理は機械

化が進み、作業量が軽減されていますが、畦畔

の管理は技術開発がおくれていて、本地管理よ

りも畦畔管理の割合が多いとされ、中山間地域

になればなるほど急傾斜になり、畦畔の割合が

多くなります。さらに、生産者の高齢化が進

み、畦畔の刈り払い作業による事故も多いた

め、畦畔管理の省力化が望まれております。

先日、佐土原町天神地区のため池ののり面を

被覆させた現地を視察させていただきました。

薄緑色した芝草、センチピードグラス―和名
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はムカデシバといいますけれども―が美しく

生い茂り、雑草もところどころ抜く作業がある

ものの、うまく根づいたと一安心されておりま

した。「これなら冬場１回の草刈りで済むの

で、作業が楽になる」と言われました。

この畦畔の緑化にも芝の種類があります。温

暖地なら、今言いましたセンチピードグラスや

野芝、寒冷地ならベントグラスやトールフェス

クなどもあるようです。

栽培の工程ですが、冬の除草剤散布、２月の

野焼き、６月に芝種子の吹きつけ、そして雑草

の抜き取りという作業です。

このような実証栽培が県内でも行われている

ようでありますけれども、雑草の繁殖を抑える

芝を活用して、水田の畦畔管理の軽減化を推進

してはどうか、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（坊薗正恒君） 水田畦畔の草

刈りは、夏場の足場が不安定な作業で事故も多

く、作業の安全確保や軽減化は、今後の持続的

な水田営農を推進する上で大変重要であると認

識をしております。

議員御指摘のありました、芝型の植物で畦畔

雑草を抑制する管理方法は、草刈り回数の軽減

につながりますことから、作業負担が大きい中

山間地域で関心が高く、高千穂町や延岡市でも

取り組みが始まっております。

この手法は、播種や被覆定着までの管理に

よっては、効果が発現するまで数年かかるとい

うことを伺っておりますので、県内での普及に

当たっては、地域の状況を踏まえ、他の畦畔管

理方法とも比較しながら、推進してまいりたい

と考えております。

○重松幸次郎議員 取り組みをよろしくお願い

いたします。ちなみに、この技術を考案された

広島県東広島市の農事組合法人の「既存の器具

で水田内から地被植物の種子散布」は、日本農

業新聞の2017年営農技術アイデア大賞を受賞さ

れております。農地周辺だけでなく、運動公園

や沿道などの雑草処理の負担軽減にも有効と考

えます。ぜひとも普及拡大に力を入れてくださ

い。

次に、家畜防疫について伺います。

「８月29日に欧州連合（ＥＵ）に向けて宮崎

牛の輸出が始まった」と、新聞記事にありまし

た。ミヤチク都農食肉工場からＡ５・Ａ４等

級105.2キロを出荷し、福岡空港を経由してスペ

インやドイツで販売されるようです。いよいよ

ヨーロッパで宮崎牛が消費され、レストランの

シェフ、またはグルメな紳士淑女を味でうなら

せることができるかと思うと、食も文化であり

ますから、宮崎県民の誇りになると思います。

冒頭に答弁されたように、知事のトップセー

ルスで北米にも広がり、アジアはもちろんヨー

ロッパにも展開されることは、本県の基幹産業

である畜産振興にも勢いが出るものと期待して

おりますが、一方で、家畜防疫の強化を怠って

はならないと思います。

2010年の口蹄疫終息から９年がたちました

が、今なおアジア周辺では口蹄疫が流行し続け

ており、国内では豚コレラが発生してから１年

以上たっても終息ができない状況が続いていま

す。これは決して対岸の火事ではありません。

そこで、畜産振興を図る上で、家畜防疫は重

要だと思いますが、知事の考えをお伺いいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 本県に甚大な影響を与

えた口蹄疫の終息から９年が経過したところで

あります。この間、全国のモデルとなる安全・

安心な畜産の構築を目指しまして、「防疫を標
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準装備に畜産経営」をスローガンとしまして、

畜産の新生に取り組んできたところでありま

す。

この結果、畜産の産出額は平成29年に2,260億

円、県産牛肉の輸出量は平成30年度に470トン

と、いずれも過去最高を記録しているところで

あります。議員御指摘のとおり、先月にはＥＵ

向けの宮崎牛輸出もスタートしたところであり

ます。

一方で、万一家畜伝染病が発生をすると、輸

出の停止はもとより、本県経済に甚大な影響を

及ぼすことから、発生させないということが大

変重要であります。

現在、国内では豚コレラが続発しておりま

す。近隣諸国では、アフリカ豚コレラのみなら

ず、口蹄疫も蔓延していることを忘れずに、

「常在危機」という意識をさらに徹底して取り

組んでいく必要があろうかと思います。

ことしの全国知事会でも豚コレラが話題と

なったときに、「やはりアジアに目を向けなが

ら、全体として警戒を強めていく必要があ

る」、そのような発言をしたところでありま

す。

今後とも「忘れない そして前へ」を合い言

葉としまして、生産者の皆様、関係団体、市町

村と連携を図り、防疫体制の強化に取り組んで

まいります。

○重松幸次郎議員 「忘れない そして前

へ」、この順調なときこそ、さらに注意を呼び

かけていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。

今回の議案の一つでありました、一ツ葉有料

道路の有料延長について、繰り返しになります

が、またお尋ねいたします。

当初は平成22年に無料化になる予定が、償還

が済まずに来年の２月まで有料期間が延びまし

た。

ようやく無料になるタイミングと、高速道路

の西都インターチェンジから春田バイパスとも

接続され、市内中心部への移動がスムーズにな

り、ますます利便性が高まると期待しておりま

したが、一ツ葉有料道路について、有料を延長

することにした理由を、改めて知事にお伺いい

たします。

○知事（河野俊嗣君） 全国各地で自然災害が

相次いでおります。台風15号の爪跡もかなりの

ものがあるわけでありますが、甚大な被害が発

生する中で、昨年９月には、国から、国土強靱

化に向けた緊急対策を３年間で集中的に実施す

るという方針が示されたところであります。

本県におきましても、南海トラフ地震の発生

確率が高まる中、自然災害への備えは急務であ

り、道路や公共施設の耐震化を進め、県土の強

靱化を加速させていかなければならないと考え

ております。

このような中、一ツ葉有料道路についても、

今後どのように耐震対策等を行っていくのか、

財源の確保を含め、県議会や有識者会議の御意

見を伺いながら、検討を進めてまいりました。

私としましては、さまざまな要素を総合的に

勘案し、熟慮を重ねた結果、無料化を願う県民

の期待に沿うことはできませんでしたが、県民

の皆様の生命、安全・安心な暮らしを守る観点

から、早急に耐震対策等を実施することが重要

であり、その財源を確保するためには、有料を

延長する必要があるとの判断に至ったところで

あります。

○重松幸次郎議員 橋梁の耐震化、そして防災

減災の危機管理の上では、確かに重要なことだ

と理解いたします。
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それでは、通行料金を値下げして、期間は10

年と設定されましたけれども、今回、この議案

の議決が得られた場合には、早期に耐震対策の

工事に着工できるのか、県土整備部長にお尋ね

いたします。

○県土整備部長（瀬戸長秀美君） 有料道路を

継続した場合には、県道路公社が耐震対策等に

必要な財源を一括して調達し、その後、通行料

金を徴収して返済に充てることとなります。

このため、事業変更に係る同意について議決

が得られた場合には、速やかに、道路公社が国

へ変更許可の申請を行い、許可が得られ次第、

耐震対策工事に向け、詳細設計や関係機関との

協議に着手することができます。

県としましては、道路公社と連携し、一ツ葉

有料道路の耐震対策の早期完成に向け、しっか

りと取り組んでまいります。

○重松幸次郎議員 まだまだ議論していかなく

てはならないと思いますし、まだこれからも、

一般質問での質問もあると思います。

有料だからこそ償還の原資となり、優先して

着工できるということでありますけれども、こ

の議案、また委員会に付託されて、やがて本会

議採決となります。その間、答弁いただいたこ

とを参考にして、我が会派内でも、また協議し

てまいりたいと思います。

最後の質問になりました。

阿部文彦警察本部長、ようこそ宮崎へ。あえ

て前置きはせず、単刀直入にお伺いいたしま

す。

県警察本部長就任に当たっての御決意を、お

願いいたします。

○警察本部長（阿部文彦君） 宮崎県の治安維

持の責任者として、決意を述べさせていただき

ます。

県警察の運営につきましては、運営方針であ

る県民の期待と信頼に応える強くしなやかな警

察を基本に、県民の声に耳を傾け、地域の実情

や時代の変化に適切に対応した業務遂行に努め

ること、事件・事故や南海トラフ地震等の災害

に的確に対処するための準備を平素からしっか

りと行うこと、この２つが特に重要であると考

えているところであります。

私も可能な限り現場に出て、第一線と苦労を

分かち合いながら、県民の安全・安心のために

全力を尽くす所存であります。皆様におかれま

しては、警察活動に対する一層の御理解、御協

力、御支援を賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。

○重松幸次郎議員 宮崎県民の安心・安全のた

め、御尽力を賜りますことをお願い申し上げま

して、代表質問の全てを終了いたします。あり

がとうございました。（拍手）

○丸山裕次郎議長 以上で代表質問は終わりま

した。

次の本会議は、17日午前10時から、一般質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時03分散会
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